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ご　挨　拶

1．はじめに

　創立以来74年の伝統ある日本弁理士クラブ（日

弁）の幹事長に就任してから、本原稿を執筆してい

る現在まで約10 ヶ月が経過しており、残す任期は

2 ヶ月程となっています。今現在、次年度日本弁理

士会の副会長選挙の真っ只中です。選挙を終える

と、日弁の活動は、総会、役員選挙当選祝賀会とイ

ベントが少しあるかということで、いよいよ、年度

末のまとめの段階に差し掛かっております。

　日本弁理士会においては、平成27年度・平成28年

度の伊丹勝元日本弁理士会会長、平成29年度・平成

30年度の渡邉敬介元日本弁理士会会長、令和元年

度・令和2年度の清水善廣前日本弁理士会会長に続

き、当クラブ所属の杉村純子会員が日本弁理士会会

長として、日本弁理士会を牽引しております。

　杉村純子日本弁理士会会長の推薦母体である日本

弁理士クラブとして、日本弁理士クラブ会則第2条

（目的）に鑑み、日本弁理士会の円滑な活動に寄与

するべく、日本弁理士会の執行部を積極的にバック

アップすることが本年度の活動の重要な柱の一つと

なっています。

　また、日弁は、PA会、春秋会、無名会、稲門弁

理士クラブ、南甲弁理士クラブの5つの会派の寄り

合い所帯であり、「所属会派並びにその会員相互の親

睦及び福利の増進を図る」ことも重要な活動の柱の

一つであるので、コロナ禍においても、イベント、

研修などの活動を実施しています。

2．本年度の活動

　各委員会やクラブの活動については、後に記載さ

れているそれぞれの報告に譲るとして、ここでは、

幹事会・幹事長が直接関与する活動についてご報告

させていただきます。

（1）政策提言など

　日弁は、これまで日本弁理士会の活動に対して多

くの政策提言を行ってまいりました。そして、これ

からも積極的な政策提言を行っていくことが日弁の

重要な責務であると考えます。本年度も、日本弁理

士会執行部からの依頼に基づく事案の検討はもとよ

り、杉村会長・市川副会長・木戸日弁政策委員長及

び私4名で、ほぼ毎月、懇談会を設けて、政策提言、

情報交換などを行っています。

（2）人事

　日本弁理士会の会務運営への協力も日弁の重要な

責務の一つです。日本弁理士会には地域会、付属機

関、委員会、WG等、様々な組織が存在し、各々の

目的に則った活動を行っています。それらの組織

は、多くの会員のボランティアによって運営されて

いるところ、ここへ多数の優れた人材を途切れるこ

となく推薦し続けることで、日本弁理士会の会務運

営が円滑に行えるよう、日本弁理士クラブ所属の各

会派が尽力しているところです。

（3）役員選挙

　日本弁理士会役員定時選挙が投票選挙となった場

合、極めて短い期間で多数の郵便投票立会人、開票

立会人を選任し、役員選挙の公正性維持のために協

力しています。

令和 3年度日本弁理士クラブ幹事長　中　村　　仁
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（4）臨時総会

　本年3月26日に日本弁理士会第3回臨時総会が開催

されました。議案は「日本行政書士会連合会との連

携の件：日本行政書士会連合会との連絡協議会の設

置はせず、設置に関する約束もしない。」です。

　この臨時総会は、日本弁理士会会則第88条第3項

に基づき52名の弁理士による共同請求により開催さ

れました。日本弁理士会の歴史上初の会員請求によ

る総会開催です。西日本弁理士クラブの川上幹事

長、連合弁理士クラブの井澤幹事長をはじめ、三派

の先生方に請求人となっていただき、私が代表とな

り、議案説明、質疑応答などを担当し、無事に議案

が承認されました。

　開催に当たっては、ほぼ毎日の三派幹事長間の連

絡、三派説明会による意見聴取、日弁5会派幹事長

との日々の情報交換、執行役員会・日本弁理士会事

務局との調整など、1 ヶ月弱の短期間で何とか開催

し、目的を達成でき安堵したことを思い出します。

（5）5 ヶ月連続イベント

　昨年度に続き、コロナ感染の影響が大きくリアル

でのイベントなどの開催が困難であることが予想さ

れていたので、コロナ禍でも日弁5会派及び会員の

結束を強化する活動をしなければと考え、政策委員

会に「コロナ禍における会員交流イベントの立案及

び実施」という諮問をお願いし、企画及び実施して

もらいました。

　具体的には、日弁各会派に1回ずつ担当してもら

い、リモートでのイベントを3月から毎月開催して

いただきました。各派に知恵を絞っていただき、各

派の個性が出るイベントとなりました。また、毎回、

多くの会員に参加いただき、また、リモートのため

か若手の参加も多く、大成功のイベントとなりまし

た。詳細については、政策委員会の報告を参照くだ

さい。

　木戸委員長をはじめ、政策委員会メンバー、日弁

各派でイベントを担当していただいたメンバーに感

謝申し上げます。

（6）三派協力体制の強化

　本年度当初より、西日本弁理士クラブの川上桂子

幹事長及び連合弁理士クラブの井澤幹幹事長と相談

し、今年は三派の結束及び協力を強化して、清水前

会長及び杉村会長を支えていきましょうということ

を約束し、以下のような活動を実施しました。

①三派幹事長のコミュニケーション強化

　三派幹事長は、日頃からLINEで連絡を取り合う

ほか、総会・臨時総会・役員選挙などに関しては事

前にZoom会議も複数回開催し、議論及び相談をし

て対応してきました。

　旅行会も中止になりリアルでのお付き合いができ

ない中、川上幹事長と井澤幹事長のお人柄もあり、

プライベートなことも含めて、幹事長間のコミュニ

ケーションが密になり、スムースに会務を進めるこ

とができております。

②三派交流・懇親会（第1回）

　7月2日に三派の幹事長・副幹事長クラスのメン

バーで、交流・懇親会をWebで開催しました。

　川上幹事長の発案で、三派の幹事会の主要メン

バーであり、今後の各派及び日本弁理士会を背負っ

て立つメンバーを集めて、交流懇親を図ることによ

り、今年の三派の活動だけでなく、将来の活動もス

ムースにすることを企図した会です。

　交流会では、各派のメンバー紹介及び活動報告な

どがあり、懇親会は飲食をしながらのフリートーク

形式で大いに盛り上がりました。

③三派交流・懇親会（第2回）

　8月25日に三派からの次年度副会長立候補予定者

を紹介する交流・懇親会をWebで開催しました。

選挙活動前に各派からの副会長候補者を確認するだ

けでなく、お互いを理解しておくことにより、当選

後に次年度会務検討委員会をスタートしやすくする

ことを企図したものです。

　三派からの副会長候補予定者全員に出席いただ

き、自己紹介だけでなく、抱負や人柄が分かるよう
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な交流懇親を図ることができました。

（7）恒例イベントについて

　日弁では、会員の親睦を図るため、例年、旅行会

をはじめとして、サマーイベント、ゴルフ大会、テ

ニス大会、ボウリング大会、マラソン大会等、様々

な行事を企画実行しています。

　しかし、今年も、緊急事態宣言が発出されるなど、

コロナ感染の影響を受け続けた1年で、残念ながら、

上記の恒例イベントは全て中止となりました。

なお、旅行会代替イベントとして、オンラインツアー

を開催できないかについて、検討を継続しています。

3．おわりに

　創設から70年以上の歴史を有する日本弁理士クラ

ブは、日本弁理士会をしっかり支えるという責務を

果たすため、日本弁理士会の活動を支える活動をし

てきました。

　コロナ禍でもできる活動を実行し、日本弁理士ク

ラブを円滑に運営し、日本弁理士会活動に寄与する

所存でありますので、ご理解とご協力を賜りたく、

お願い申し上げます。
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はじめに

　令和3年度の日本弁理士会執行部も4月1日よりス

タート以来、すでに半年を経ました。昨年の選挙終

了直後の10月末より次年度会務検討委員会を開始

し、コロナ渦における事業の実施について企画・検

討をしました。昨年末時点では、本年度の秋以降に

は新型コロナウィルスの感染状況も沈静化している

ことを期待しておりましたが、新型コロナウィルス

感染症の拡大は衰えず、また今後、新たな変異ウィ

ルスが発現する可能性もあり、まだWHOのパンデ

ミック宣言が続いている状態です。このような中

で、会員及び事務局員の皆様の健康・安全を第一に

考え、関係省庁等とも連絡をとりながら、ウェブを

最大に活用して会務を運営してまいりました。この

間、日本弁理士クラブの先生方には、陰に陽にご支

援をいただき感謝しております。また、大変な努力

をしていただいている副会長及び執行理事の皆様に

は、会長として御礼申し上げます。

　日本弁理士会のプレゼンスを向上させるととも

に、また会員の皆様の役に立つ組織にしようという

決意で努力をしているところです。これからも忌憚

のないご意見をお聞かせいただければと思っており

ます。

弁理士会のニューノーマル形式への試行

　「時代の変化をチャンスに！」というスローガン

のもと、アフターコロナを見据えて、弁理士が活躍

する未来社会の実現に向けた取り組み強化をしてい

るところです。アフターコロナは、コロナ前に戻る

ことはなく、ニューノーマルの実現が図られること

となりますので、その試みを弁理士会においても

試行実施しております。特に新設したDX委員会で

は、この6か月の中で、ニューノーマル形式の弁理

士会についての施策を複数提案いただきました。付

属機関や委員会等の開催を、ウェブ会議システムを

最大限活用して実施し、無料相談も緊急事態宣言や

まん延等防止措置が発令されている地域において

は、相談員の事務所等からでも相談ができるように

して利便性を図っております。委員会の実施をウェ

ブ会議システムを活用していることで出席率が向上

いたしました。リアルでの議論のほうがよいとの声

もありますが、このような環境の中で、会員の皆

様には多大なご協力をいただいており、感謝して

おります。また、パテント誌のウェブ化を来年1月

から図ります。昨年度から継続して検討がなされ、

本年度においては、DX委員会からのアンケートに

も多数の要望があり、来年の1月からの実施に至り

ました。このような事項以外にも多くの事項につい

て、会員の皆様の利便性を図り、弁理士会としての

ニューノーマル形式へ試行しているところです。

アフターコロナの社会ニーズにマッチしたユーザー

にとって魅力ある知財制度の実現に向けて

　弁理士会としての発言力を高めるため、コロナ渦

においても可能な限り、弁理士会からの発信力を高

めております。執行部だけではなく、個々の委員会

や付属機関が外部に向けて発言力を高めて、積極的

に意見を言っていかなければならないと思います。

また各地域会も積極的にコロナ渦の中でその存在力

を各地域において高めていただいていることで、弁

理士という職業の認知度が向上しております。執行

部としては、このような自発的な力が十分に発揮で

日本弁理士会会長　杉　村　純　子

ご挨拶（中間報告）
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きるように、全体的なかじ取りをし、活躍できる場

を提供することが重要な役目であると考えてます。

今後のアフターコロナにおける魅力ある知財制度の

実現のために、委員会の意見を中心に、外部への提

言をこれからも発していきたいと思っております。

そのためには、ユーザー団体との意見交換や、中小

企業やスタートアップ企業との会合も実施している

ところです。今後も、日本弁理士会として、社会課

題への積極的な取り組みが実現できるように知的財

産の面から提言を継続して行なっていきます。

弁理士会の組織・機能の強化

　日本弁理士会の組織・機能強化について、いくつ

かご紹介させていただきます。

　まず、日本弁理士会の事業の見直しや効率化を図

るため、会務運営のスリム化・見直しをいたしまし

た。従来の多数のWGでの活動を委員会に組み込む

等、透明化を図るとともに、知的財産の活用（訴訟

等も含む）を検討する知財活用委員会、政策等の提

言を検討する知財制度検討委員会、弁理士会の会務

運営のICT化の促進を検討するDX委員会、女性や

ジェンダー等の活躍を促進するダイバーシティ委員

会を新設し、対外的な発信を強化する等、それぞれ

積極的に活躍していただいてます。

　また、経営センターの役割を強化し、中小企業・

ベンチャー・スタートアップ等に対して、JPAAサ

ポートデスクを設置して、関係機関とともに支援を

強化しているところです。

　更に、国連サミットで採択されたSDGsを目標と

している「2025年大阪・関西万博」に関して積極的

に関与すべく、本会の委員会である大阪・関西万博

対応準備委員会を大阪に設置いたしました。このた

び、日本弁理士会が士業としてはじめて大阪・関西

万博の共創パートナーに登録されました。今後は、

大阪・関西万博事務局等とも連携して2025年の万博

に向かって、全国規模で活動していく企画を考えて

いただいております。

　また、個人情報保護法も改正されましたので、日本

弁理士会が取り扱う個人情報について、事務局の皆様

に研修を受講していただき、会員の先生方の個人情報

がきちんと保護されるように強化いたしました。

　新型コロナウィルス感染症の罹患により弁理士業

務が困難になった場合には、緊急相談窓口を会長室

に設けております。何かございましたらご連絡をい

ただければと思います。

会員サービスの強化

　関連機関から発表された情報をタイムリーに会員

にお知らせすべく、情報提供の早期発信を強化して

おります。弁理士会からのお知らせメールが多数あ

ると思いますが、会員の皆様にとりまして有益とな

る情報も多くありますので、ご確認いただきたくお

願い申し上げます。

　また、弁理士制度の将来を担う人材としての若手

会員には、WIPO職員への就職情報等、国際的にチャ

レンジできる場の情報を提供してきました。今後も

継続して様々なチャレンジができる場の情報を収集

して、会員の皆様に提供できるようにしていきたい

と考えてます。

　更に、登録が約10年以内の弁理士の方々と直接

お話をさせていただく「会長と直接話をしてみよ

う！」の会合をこの秋より開始してます。企業弁理

士の方にも参加いただき、また若手の先生方から会

務運営についての有用なご提案もいただいており、

今後の会務運営に活かしていきたいと思ってます。

　執行部の動向を発信するため、この秋より日本弁

理士会役員会ツイッターを活用することといたしま

した。ぜひフォローをお願いします。

弁理士法改正

　今般の弁理士法改正に関しましては、3派（日本弁

理士クラブ・西日本弁理士クラブ・弁理士連合クラ

ブ）協力して開催いただきました臨時総会の決議を

順守して、本年度執行部としては対応しております。

　昨年度に閣議決定された弁理士法の改正が成立

し、現在、弁理士法改正委員会及び法改正対応例規

改正タスクフォースにて、今般の弁理士法改正に伴

う会員の皆様への注意事項の発信、今後必要となる
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手続等をまとめていただいております。特に、特許

業務法人から弁理士法人への名称変更については、

名称変更を行わない場合はみなし解散となるため、

必要な手続についてのマニュアルを作成しており、

今年中にまとめられる予定です。本年9月にも実施

しましたが、来年の施行前にも、より詳細な説明会

を開催することで準備を進めております。

　また、今回の弁理士法改正事項も含めた特許法等

改正の研修を必修研修とさせていただきました。従

いまして、個々の会員が属する70単位の受講期間と

は別に、再来年の令和5年3月までにこの研修を受講

する必要がございます。eラーニングの配信を早期

に実施して、会員の皆様が早期に十分な受講の機会

が得られるように研修所とも連携してアナウンスし

てまいりますので、再来年といわずに改正法の施行

に合わせた早期の受講をお願いします。

最後に

　本年度もあと半年残しており、副会長・執行理事

とともに、会員のために、また知財業界の発展のた

めに尽力してまいる所存です。これからも日本弁理

士会執行部へのご協力・ご鞭撻をいただきますよ

う、よろしくお願い申し上げます。

　最後になりますが、中村仁幹事長には強力な3派

体制を構築していただき、執行部との意思疎通を頻

繁にさせていただきました。そのご尽力に心から感

謝申し上げますとともに、これまでの日本弁理士ク

ラブの先生方のご支援にこの場をお借りして改めて

感謝申し上げます。

以上
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１．はじめに

　日本弁理士クラブよりご推薦いただき、令和3年

度日本弁理士会の副会長として会務を務めておりま

す井上佳知です。私の本拠地は名古屋であり、日本

弁理士会東海会におけるこれまでの経験を活かし

て、日本弁理士会本会と各地域会との連携が円滑に

進むよう、サポートしていきたいと考えております。

２．会務報告

　本年度は、コロナ禍により昨年度受けた影響を経

験として活かして、各附属機関および各委員会は早

期に立ち上がり、計画されたスケジュールに沿った

活動が行われています。但し、昨年に引き続き、対

面での委員会活動が叶わず、Web会議システムを

通じた委員会活動が行われています。

　現在の制約された環境下であっても、委員会活動

に積極的に携わっていただいている日本弁理士クラ

ブの皆様の活動によって、本年度の事業が支えられ

ております。

　残りの任期につきましても、これまで通りご協力

を頂きますようお願い申し上げます。

（1）弁理士推薦委員会

　弁理士会外から弁理士の推薦の依頼を受けた際

に、募集要項に応じた募集を行い、適任の弁理士を

推薦する活動を行っています。推薦の依頼から推薦

の期日まで短い案件も少なくありますが、多忙な

中、委員の皆さんに迅速なご対応頂いております。

　適任者の審議に際しては、現在は、電子メールに

よる審議を中心として、面接が必要な案件について

は、Webとリアルのハイブリッド会議により対応

しています。

（2）経営基盤強化委員会

　弁理士会会員事務所の経営の強化や弁理士の業務

環境の改善のための方策の検討・実行を主な活動と

しています。コロナ禍とは関係なく、中長期的な観

点から事務所運営の効率化について検討頂いてお

り、コロナ禍で注目を浴びたリモートワークに伴う

事務所運営に有用なITツールについて昨年度とは

異なる視点で検討がなされています。

　また、会員1人事務所における不測の事態に対する

対応が新たな検討事項とされ、さらに、継続的な重

要事業として、本年度もセミナー等を通じた事務所

承継に関するマッチング事業に対応頂いております。

（3）業務対策委員会

　現在、弁理士資格を有さずに、弁理士の専権業務

を行う、いわゆる非弁活動の発見、調査、対応を主

な活動としています。マスコミに取り上げられる事

例は氷山の一角であり、水面下では極めて多くの事

案が存在しています。

　業務対策委員会に数年在籍することにより、具体

的な事案を通じてバランス感覚も養われていきま

す。委員会の性質上、対外的な対応を求められるこ

とが多く、非弁行為者に対しては、決して少ないと

は言えない資料を踏まえて、積極的かつ慎重に、適

切な対応が行われています。

　年々、多様化していく非弁活動に対して、弁理士

の専権業務を維持し、守るべく活動頂いております。

（4）知的財産経営センター

日本弁理士会副会長　井　上　佳　知

　　　　ご　挨　拶



8

ご　挨　拶

　知的財産経営センターは、中小企業の経営支援を

知的財産の観点から実行する附属機関となります。

時折、弁理士会会員の事務所の経営をサポートする

活動を行っていると認識されることもありますが、

あくまでも中小企業支援のための事業を実行してい

ます。加えて、知的財産の価値評価の事業も行って

おり、裁判所案件に止まらず、民間からの価値評価

依頼も少しずつ増えています。中小企業支援におい

て、事業性評価の局面では、知的財産の価値評価は

避けることができないのですが、狭義の価値評価は

かなり難易度が高い作業となります。一方で、事業

における知的財産が寄与する価値といった、より広

義で総括的観点から知的財産を評価することが求め

られており、この点について、知的財産経営セン

ターとしてもより一層注力していくべきと考えてい

ます。

　ここ数年、社会的に中小企業支援が課題とされて

いますが、実質的な効果はなかなか感じられませ

ん。日本弁理士会においても、会外からから見て、

中小企業支援の窓口が判らないとの声が寄せられて

います。

　そこで、本年度は、中小企業知財経営推進本部を

立ち上げて、知的財産経営センターを中核組織とし

て位置付けて対応しています。JPAA知財サポート

デスクを設置することによって、会外の中小企業支

援機関からの問い合わせに対して一元的に対応して

いきます。また、中小企業支援において欠かせない

各地域会との連携強化も図っています。

（5）特許制度運用協議委員会

　主には、特許制度運用の改善等に関し専ら特許庁と

会合を持ち、日本弁理士会として、会員にとって利用

しやすい制度運用を協議する活動を行っています。

　本年度は4月から極めて多くの会合が開かれてお

ります。各会合の前には委員会の対応部会内で電子

メールまたはWeb部会会議による意見調整を行っ

たうえで、特許庁との会合に臨んでいます。会合に

よっては、意見集約に時間的な余裕がない会合もあ

りますが、電子メールによる意見調整、審議によっ

て、迅速かつ適切な意見調整を経て、会合に臨んで

頂いております。

（6）東海会

　私が所属する地域会は東海会であるため、東海会

を担当しています。東海会は、東海会の前身である

東海支部設立当初から、社会に対する知的財産の昂

揚普及、教育機関における知財授業の普及、中小企

業に対する知的財産の観点からの支援活動を絶え間

なく実行してきています。

　本年度は、本会と各地域会との連携に重点が置か

れており、東海会の正副会長との事前の擦り合わせ

を行い、より円滑な連携が進むよう努めています。

３．おわりに

　Web会議システムを介する委員会活動におけ

る、プラス面は、物理的移動が不要であるため、関

東圏以外の地域の委員にとっては委員会へ出席する

ハードルが下がることや、当人にとって良いか悪い

かは別として、連続して複数の委員会に参加できる

こと等が挙げられます。一方、マイナス面は、対面

での委員会では可能な隣の委員との小声での意思疎

通や、出席している委員の表情や場の雰囲気を通じ

た委員会全体の統一感の形成が容易でない等が挙げ

られます。

　プラス面については直ちにメリットを感じること

ができる一方で、マイナス面についてはデメリット

にばかり目が行ってしましますが、限られた条件下

で、既成観念に囚われず、新しい委員会運営を模索

し、進んでいくことは重要であると考えます。
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1．はじめに

　日本弁理士クラブからご推薦頂き、令和3年度の

副会長を務めております市川ルミです。

　コロナ禍で社会活動が大きく変化している中、この

4月に立ち上がった杉村純子執行役員会では、「時代の

変化をチャンスに！」のスローガンの基、役員皆一丸

となって、精力的に会務活動を行っております。

　4月からスタートして半年経過しましたが、不慣

れなことも多く、他の役員の先生方や事務局の皆様

に支えられながら、ここまで進めてこられたと感じ

ております。まだまだこれからではございますが、

この半年の会務活動について簡単にご紹介させて頂

きます。

2．会務報告

　私の担当は、総務全般、例規委員会、財務委員会、

ダイバーシティ推進委員会です。これら委員会等の

活動について、本年度の事業目標に触れつつ、それ

ぞれ簡単にご紹介させて頂きます。

【総務全般（総会・常議員会・監事会・会長室・事

務局・外部意見聴取会等）】

　本年度からスタートした杉村体制の総務全般のサ

ポートを行っております。

　4月に開催された定期総会において、令和3年度の

事業計画および予算のご承認を頂きました。臨時総

会は、例年通り12月と来年3月に実施する予定です。

総会に合わせて実施している常議員会は、新型コロ

ナウィルス感染症の拡大防止のため、本年度は、議

長および正副会長以外は原則Web会議にて出席を

お願いする予定にしております。

　監事会では、新しく2名の外部監事の方々をお迎

えして、会務の執行状況を中心に監査を行って頂

き、監事の先生方から様々な貴重なご意見を頂戴し

ております。頂いたこれらの意見を執行役員会で共

有し、よりよい会務活動を行って参りたいと考えて

おります。

　会長室は会長の指示により業務を行うという趣旨

に基づき、会長室の機動性をより一層確保すべく、

会長室の役割の見直しを行うと共に、会長室で対応

する案件や管理する情報の整理を行っております。

　事務局は、日本弁理士会の会務活動をサポートす

る中心的組織となります。日本弁理士会として附属

機関や委員会等が実施する事業だけでなく、事務局

の運営も非常に重要であることから、これらの運営

について見える化をし、必要に応じて見直しをして

おります。

　外部意見聴取会では、著名な有識者の方々をお迎

えし、執行役員会の会務活動に対して様々な意見を

頂いております。令和3年度は、聴取会の委員の皆

様から頂いた意見をできるだけ会務活動に反映でき

るように、外部意見聴取会の後半の開催時期を前倒

しして開催する予定にしております。

【例規委員会】

　日本弁理士会の会務活動は例規に沿って実施され

ており、事業計画や時代の変化に合わせて改正が行

われます。例規委員会では、執行役員会、附属機関

や委員会等からの例規の改正の要望に基づいて、例

規全般の整合性を検討しております。

　本年度は、新設されたDX委員会や地域会等から

の要望に基づいて、ウィズコロナ時代の会員の皆様

日本弁理士会副会長　市　川　ル　ミ

　　　　ご　挨　拶
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の利便性を高めるため、日本弁理士会からの郵便物

や弁理士ナビの公開情報等について規定の改正の検

討を行っております。

　また、監事会からの要望に基づき、新型コロナウィ

ルス感染症の影響による緊急事態宣言を含む天災地

変等の理由により、Web会議システムを利用した

監事会が開催できるように規定の改正に向けた検討

を行っております。

　さらに、令和3年度特許法等の改正に基づいた規

定の改正の検討を行っております。

　例規委員会はベテランの先生方ばかりで、優しく

ご指導頂きながら、大変勉強させて頂いております。

【財務委員会】

　日本弁理士会の収入の約97％は、会員の皆様から

頂いている会費になります。会員の皆様から頂いて

いる会費を大切に且つ有効に使うべく、予算立ての

適正化に関する検討を行っおります。日本弁理士会

では、決算時の執行率が低いことを前提として、例

年赤字の予算立てなっています。本年度はできるだ

け赤字幅を縮小した予算立てにしましたが、次年度

以降より適正な予算立てを行うため、予算のうち約

43％を占める管理費について、実績を勘案した指針

を検討しております。また、多めの予算を見積もっ

てしまう要因として、予備費の使い方が分かりにく

いことが考えられるため、予備費の使い方の周知方

法についても、並行して検討を進めております。

　また、弁理士会館を建て替えるための積立金であ

る会館施設整備等準備基金積立金について、前回の

改正から10年を経たため、当該10年間の財務状況を

評価した上で、上記積立金の見直しの必要性の検討

について現在検討を進めております。

　さらに、日本弁理士会の事務局の運営の効率化を

図るべく、日本弁理士会が保有している銀行口座に

ついて、使用状況等に基づいた見直しを行っており

ます。

　財務委員会は財務担当の役員だった先生方もおら

れますので、的確かつ迅速に審議を進めて頂くこと

で、会務運営の推進に反映させて頂いております。

【ダイバーシティ推進委員会】

　ダイバーシティ推進委員会は、杉村純子会長が女

性会長であることもあり、本年度新設されました。

ダイバーシティは本来多様性という意味ですが、ダ

イバーシティ推進委員会では、まずは女性活躍に焦

点をあてた活動を行っています。

　この8月に全会員に対してダイバーシティに関する

アンケートを実施させて頂きました。今後は、アン

ケート結果に基づいて、女性だけでなく男性も含め

たダイバーシティに関する意識やこの業界での実態

についてまとめて発表することを予定しています。

　また、女性会員同士の相互交流の第1弾として、11

月に杉村会長をゲストに迎えた交流会の実施を予定

しています。また、ダイバーシティに関連する諸団

体との交流として、特許庁の女性幹部の方々と意見

交換会を実施しました。今後は、知財協等の団体と

も意見交換会を実施する予定にしております。

　さらに、若い世代に弁理士を知ってもらい、将来

女性弁理士が増えるような期待を込めて、ダイバー

シティ推進委員会の委員が母校を訪問することを中

心とした、女子高などの教育機関における女子学生

等と交流する企画の検討を進めております。

　ダイバーシティ推進委員会は積極的な女性の先生

方が集まっており、初年度から大変精力的に活動を

行って頂いております。

3．おわりに

　日頃より日本弁理士クラブの諸先生方には、日本

弁理士会の会務活動に多大なるご協力を賜り、深く

感謝申し上げますと共に、今後とも引き続き、ご支

援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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１．はじめに

　日本弁理士クラブよりご推薦いただき、日本弁理

士会副会長を務めさせていただいております。ほと

んど緊急事態宣言下での会務活動ですので、懇親を

深めることもできないまま、会務に専念している状

況です。不自由な会務活動ですが、逆にWeb会議が

増えたことで、30分～ 60分ですが移動時間を削減で

き、効率的に仕事ができている面もあると思ってい

ます。ポストコロナでは、リアルとWebの最適な

バランスを検討することが大切だろうと思います。

それでは、ご挨拶として、会務活動についてご紹介

させていただきます。

２．担当している委員会等

　知財制度検討委員会、2025大阪・関西万博対応準

備委員会、コンプライアンス委員会、商標委員会、

不正競争防止法委員会、産業標準委員会、中央知的

財産研究所、関東会を担当させていただいています。

（1）知財制度検討委員会

　「知的財産制度に関する政策提言の作成」などを

職務権限とし、日本弁理士会内の意見をまとめ、外

部に発信していくために新設された委員会です。特

に、内閣府の知的財産戦略本部での検討、産業構造

審議会知的財産分科会での法改正に関する検討、パ

ブリックコメントなど、複数の法域にまたがる案件

に対応していきます。委員会ですが、定例会はあり

ません。構成している委員は、本年2月に産業構造

審議会特許制度小委員会から公表された「ウィズコ

ロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り

方」への対応のために協力をお願いした先生方と、

実務系委員会の委員長または委員長経験者です。実

務系委員会と連携しながら、知財制度の将来像を発

信していきたいと思っています。

　20年前の第三次産業革命のころは、情報処理技術

の進歩により、汎用的なハードウェアに特別なプロ

グラムをインストールすることで特別な装置が完成

することから、プログラム等が特許権の保護対象に

加わりました。このころは、まだデータ通信のため

の環境が不十分だったため、データが存在する場所

に装置（プログラム）を配置していました。

　20年の間にデータ通信量が数千倍、数万倍になっ

ていることから、ユーザのデータを装置（プログラ

ム）が存在する場所に送り、情報処理した結果をユー

ザに戻すことも容易になっています。これに伴い、

発明の実施形態は多様化し、インターネットを通じ

た商取引も活発になり、データの価値が向上するな

ど、ビジネスが変化しています。この変化は、特許

法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法な

どに幅広く影響を与えていると思います。

　また、装置を完成させる最後の部品がデータとな

る場合も生じていると考えています。例えば、３Ｄ

プリンタに、ある製品のデータを入れると、その製

品の製造装置が完成します。つまり、汎用的なハー

ドウェアと汎用的なソフトウェアに特別なデータを

組み合わせると、特別な装置が完成します。データ

自体は発明や意匠の対象ではないと思いますが、特

許法や意匠法の間接侵害の「用いる物」には、デー

タも含めるべきと考えています。

　このような環境になっていることを理解し、法改

正について議論したいと考えています。

日本弁理士会副会長　中　尾　直　樹

ご　挨　拶
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（2）2025大阪・関西万博対応準備委員会

　2025年に計画されている2025大阪・関西万博に協

力するために新設された委員会です。現在の委員は

関西会の先生方を中心に、経営センタに所属する先

生にも入っていただいています。

　ご存じのとおり、万博と知財には100年以上の深

いかかわりがあります。2025大阪・関西万博でも、

出品する製品・サービスなどの知的財産権の保護・

活用などの支援に貢献できるのではないかと考えて

います。また、この機会は、子供たちへの知財教育

にも利用できるのではないかと思いますし、弁理士

の知名度向上のチャンスでもあると思っています。

　最初の活動として、万博までの活動を盛り上げ

る「TEAM EXPO 2025」プログラムの共創パート

ナーに、日本弁理士会として登録する申請を行いま

した。万博は大阪で開催されますが、関西に限定す

るのではなく、全国で活動することになると思いま

す。今後は、地域会、経営センタ、支援センタ、広

報センタの皆様にご協力をお願いして日本弁理士会

内の体制作りを進める予定です。

（3）コンプライアンス委員会

　今年度は、従来の検討に加え、「（諮問）2023年4月

の倫理研修課題更新のための準備と実行」、「（審議委

嘱）弁理士倫理第3条の2を遵守するための課題と解

決策の検討」、「（審議委嘱）企業に勤務する弁理士

が、企業外で個人受任を行う場合の問題点の抽出」

を追加しています。

　ここでは、「（審議委嘱）企業に勤務する弁理士が、

企業外で個人受任を行う場合の問題点の抽出」につ

いて説明します。弁理士試験の最終合格者の半数以

上は企業勤務であり、企業に勤務する弁理士の数は

増え、合格しても弁理士登録していない人も増えて

います。企業に勤務する弁理士の中には個人で会費

を払っている人もいます。そのような環境の中、最

近は多くの企業が副業を認める方向です。勤務する

企業が副業を認めているケースでは、弁理士を副業

とする働き方（企業外で個人的に受任すること）も

あり得る状況だと思います。例えば、定年退職前に、

まずは副業として弁理士業を始め、その後独立する

こともあるでしょう。人生100年時代、働き方改革

と言われ、いろいろな働き方が選択できる時代に変

化しています。このような時代に弁理士として働く

上で注意すべき点を、抽出したいと考えています。

（4）商標委員会

　中小企業を支援する弁理士のスキル向上に役立て

るよう、「（諮問）ブランド戦略の調査及び検討」を

行います。ブランド戦略は商標だけが関係するもの

ではありませんが、商標を含む知財ミックスでのブ

ランド戦略について調査し、クライアントに付加価

値の高い提案ができるよう、検討結果を会員に還元

したいと考えています。

（5）不正競争防止法委員会

　技術系の部会と表示系の部会に分かれ、活動して

います。技術系部会では、「不正競争防止法における

営業秘密及び限定提供データの活用事情に関する調

査」を行っています。表示系部会では、周知性／著

名性の立証が必須な不競法事件においてアンケート

を有効な証拠とするための留意点について検討・整

理しています。

（6）産業標準委員会

　「産業標準規格その他の規格の案の作成に関与

し、又はこれに関する相談に応じる」という弁理士

への期待に応えられるように、弁理士の標準関連業

務に関する認知度を向上させ、標準に関するコンサ

ルティングができる弁理士を育成するように活動し

ています。

（7）中央知的財産研究所

　今年度は、「イノベーション推進に向けた特許の保

護対象－更なる研究－」、「知的財産権のエンフォー

スメントの新しい地平」、「非登録型知財法制研究部

会（仮称）」、「知的財産と経済（仮称）」を研究課題

としています。
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（8）関東会

　最大の地域会ですし、多くの事業を手掛けていた

だいています。新しい取り組みとして期待している事

業の1つが、弁理士を紹介する制度を作ることです。

中小企業支援などでは、中小企業や中小企業を支援

している組織から、弁理士とのマッチングについて

強い要望があります。難しい問題ですが、要望に応

えられる制度が構築されることを期待しています。

３．おわりに

　いろいろな委員会を担当させていただき、日本弁

理士会の活動範囲の広さを実感しています。

　頂いた職務を全うできるよう、力を尽す所存で

す。至らないところも多々あると思いますが、ご理

解、ご協力をお願いいたします。
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1．はじめに

　日本弁理士クラブよりご推薦いただき、令和3年

度日本弁理士会副会長を務めさせていただいており

ます、太田昌孝です。弁理士春秋会の所属です。日

本弁理士クラブの先生方には、日頃から日本弁理士

会の会務にご協力いただき、誠にありがとうござい

ます。この場を借りて御礼申し上げます。

　昨年度からコロナ禍での会務運営が続いておりま

す。長く続いた緊急事態宣言も全面的に解除になり

ましたが、新型コロナウイルス感染症の猛威がゼロと

なったわけではありません。今年度もコロナ禍での会

務運営が続きますが、コロナ禍だからこそできること

を考え、会務運営を進めて参りたいと考えております。

2．会務報告

　今年度、私の担当する組織は、研修所、特許委員会、

バイオ・ライフサイエンス委員会、農林水産知財対応

委員会、知財活用検討委員会及び北海道会です。以

下、それぞれの活動について簡単にご説明いたします。

【研修所】

　研修所は、継続研修、能力担保研修、実務修習、

倫理研修などの必須研修のほか、弁理士育成塾、知

財ビジネスアカデミーなどの研修を企画運営する組

織です。日本弁理士クラブ（南甲弁理士クラブ所

属）の石橋良規研修所長の下、多種多様な研修を企

画し、実施しています。

　日本弁理士会としては、種々の委員会等の組織が

研修やセミナー等を実施していますが、研修所が行

う研修事業は、日本弁理士会からすべての会員に対

し直接的に還元することのできる事業の一つである

と思います。

　このような研修事業についてですが、昨年度は

コロナ禍の影響により、各種研修が中止され、会員

の皆様には多大なるご迷惑をおかけしてしまいまし

た。しかし、昨年度から準備を進めていた結果、オ

ンライン配信研修を進められるようになりました。

会員の全員が5年に1回受講しなければならない倫理

研修の集合研修も、Zoomを使って行うことができる

ようになりました。日本弁理士会として、従来の集

合研修、e－ラーニング研修に加え、新たな研修方

法としてのオンライン配信研修を確立させていきた

いと考えています。従前は、日本弁理士会の施設等

から配信されるオンライン研修に限り、継続研修の

単位が認められていましたが、配信場所の制限が撤

廃され、講師が事務所や自宅等から配信することも

可能になりました。また、今後、外部認定機関のオ

ンライン研修にも継続研修の単位が認められるよう

になります。日本弁理士クラブが開催するオンライ

ン研修にも単位が認められるようになりますので、

是非とも多くの研修を企画いただければと思います。

　また、改正特許法、改正弁理士法について、必修

科目として指定し、研修を行う予定となっていま

す。日本弁理士クラブの先生方におかれましては、

速やかに受講いただけるようお願い申し上げます。

【特許委員会】

　特許委員会は、特許制度に関する諸問題等を調

査・研究・提言することを目的とした、いわゆる実

務系委員会です。日本弁理士クラブ（稲門弁理士ク

ラブ）の筆宝幹夫委員長の下、今年度の特許委員会

では、「日本の特許制度の課題の検討と改善に向けた

取組み」、「IT産業とソフトウェア関連発明の保護に

関する調査・研究」、「新しい実用新案制度の検討」、

日本弁理士会副会長　太　田　昌　孝

ご　挨　拶
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「日本版ライセンス・オブ・ライト制度に関する調

査・研究」などについて、部会に分かれて検討します。

　また、各種パブリックコメントへの対応、特許庁、

日本知的財産協会などの知財関連団体との意見交換

等を通じて、特許制度の改革に向けたさらなる検討

に繋げていただき、会員に対しても有益な情報をタ

イムリーにお届けしたいと思っています。

【バイオ・ライフサイエンス委員会】

　バイオ・ライフサイエンス委員会は、医薬等のバ

イオ系技術分野に特化してその技術分野における知

財の保護等に関する諸問題を調査・研究・提言する

ことを目的とした実務系委員会です。今年度のバイ

オ・ライフサイエンス委員会では、「バイオ関連・医

薬発明の審査についての調査・研究・提言や、特許

性の国際比較」、「バイオ関連・医薬発明の特許保護

の在り方についての調査・研究」、「日本のバイオ・

ライフサイエンス産業の国際競争力についての特許

面からの調査・研究」、「バイオベンチャー発のバイ

オ知財についての調査・研究」などについて、部会

に分かれて検討します。

　また、特許庁の審判実務者研究会等への研究員の

派遣等にも積極的に参画いただくことで、それらの

研究成果もあわせて会員に対して有益な情報を提供

できればと思っています。

【農林水産知財対応委員会】

　農林水産知財対応委員会は、種苗やGIの保護な

どの農水知財について調査・研究・提言することを

目的とした実務系委員会です。日本弁理士クラブ（無

名会）の有馬百子委員長の下、今年度の農林水産知

財対応委員会では、「現代農業の各種課題を解決する

ための支援策」、「国内外における品種登録制度等の

活用に関する支援策」、「国内外におけるGI登録制度

等の活用に関する支援策」などについて、部会に分

かれて検討します。

　また、弁理士法の改正により、農水知財に関する

相談業務、海外出願支援業務などが弁理士の標榜業

務として規定されました。日本弁理士会としても、

農水知財の保護・活用の機運を盛り上げるべく、昨

年度に開設した「農水知財無料相談窓口」の運営を、

農林水産知財対応委員会に担当いただくことになっ

ています。この「農水知財無料相談窓口」は、農林

水産業従事者の中で少しずつ浸透しているのか、ポ

ツポツと相談申込があります。まずは無料相談申込

の件数が増えるようにアピールをするとともに、無

料相談に対応可能な弁理士の人材育成も進めること

で、農水知財の重要性や弁理士の認知度が、無料相

談を通じて農林水産業従事者の中で高まっていくこ

とを期待しています。

【知財活用検討委員会】

　知財活用検討委員会は、今年度新設された委員会

です。裁判における知財紛争処理のほか、裁判外

（ADR）における知財紛争処理、ライセンス契約

など、知財活用の様々な場面において弁理士の活躍

が期待されています。弁理士が知財の保護の場面だ

けではなく、知財の活用の場面においても活躍でき

るようになることは、日本企業が国際競争力を高め

るために重要であると考えます。また、近年の特許

法等の一部改正において、知財紛争処理に関する制

度が改正されています。我が国の知財紛争処理シス

テムの在り方について、日本弁理士会としてタイム

リーに、積極的に提言することが重要です。

　知財活用検討委員会では、「知財訴訟制度における

課題の抽出と対策の検討及び提言」、「知財訴訟以外

の知財紛争処理システムの活用方法に関する検討及

び提言」などについて検討します。日本弁理士会

は、日本弁護士連合会と共同で日本知的財産仲裁セ

ンターを運営しています。知財活用検討委員会は、

日本知的財産仲裁センターの運営をバックアップす

る組織としての役割も果たします。日本知的財産仲

裁センターによる仲裁や調停がこれまで以上に活用

されるための方策を検討し、日本知的財産仲裁セン

ターに対して提言していきます。

【北海道会】

　広い大地を有する北海道には、まだまだ多くの知財

が掘り起こされずに眠っていると思われます。北海道

会に所属する会員数は他の地域会に比べて少ないで

すが、少数精鋭で北海道における知財を掘り起こし

ていただくことを期待するとともに、北海道会がます
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ます発展するように誠心誠意サポートして参ります。

3．おわりに

　一年間の副会長任期のうち約半分が経過しまし

た。副会長任期が満了したときに「やり切った！」

と言えるように、日々の会務活動を頑張りたいと思

います。

　今年度の執行役員会は、「時代の変化をチャンス

に！」をスローガンに、ポストコロナ時代を見据

え、弁理士が活躍する未来社会の実現に向けた取

組を強化していきます。新型コロナウイルス感染

症の流行によりビジネスや生活様式が変化してい

く中、常に時代の変化に敏感に対応していけるよ

う努力していく所存でございます。日本弁理士ク

ラブの先生方のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申

し上げます。
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1．はじめに

　日本弁理士クラブよりご推薦いただき、令和3年

度日本弁理士会の副会長を務めさせていただいてお

ります吉田正義です。

　「時代の変化をチャンスに！〜弁理士が活躍する

未来社会の実現に向けて〜」を、スローガンに掲げ、

杉村執行部がスタートしてはや半年が経ちます。

　長引く「コロナ禍」が、社会システム全般、企業

をはじめとした組織構造、日常の生活・・・への変

革を迫る中、皆様も、日々の生活、知財業界の中に

新しい変化が起きていることを実感されているので

はないでしょうか。

　本年度はポストコロナ時代を見据え、知財を活用

して社会課題を解決する未来社会の実現に向けた取

り組みの強化を図っていきたいと考え会務活動を進

めています。

　以下、担当する委員会等を中心に現在の会務活動

についてご報告させていただきます。

2．会務報告

【弁理士法改正委員会】

　本年度は以下の（1）（2）の2つのポイントで活動

を進めています。

（1）令和3年度弁理士法改正事項及び内容について

の必要な情報収集及び会員への周知

　ご案内の通り、令和3年度弁理士法改正（5月21日

公布）には、「弁理士法人への名称変更」と「一人法

人が可能であること」が盛り込まれています。「弁理

士法人への名称変更」に関しては、改正法の施行日

（令和4年4月1日）から1年以内に「特許業務法人」

は「弁理士法人」に名称を変更しなければなりませ

ん。もし、名称変更を行わない場合は、法人は解散

となります。具体的な名称変更手続や、手続きのタ

イミングなどは、現在、関係各官庁等ともご相談し

て検討しているところです。先般（9月6日）には、

会員向けに法改正対応説明会を開催させていただき

ました。今後も、名称変更に際しての留意すべき事

項につきましては、適宜、弁理士法改正ニュースを

通じてお知らせいたします。

　また、令和3年度弁理士法改正により、植物の新

品種又は地理的表示の保護に関する業務について

は、弁理士の新たな業務として、以下の業務のみが

追加となっております。

・相談業務（改正弁理士法4条3項3号）

・外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する手

続の資料作成その他の事務（同4条3項2号）

　農林水産省に対する植物の新品種や地理的表示の

登録手続の代理等については業務に追加されていま

せん。一方、官公署に提出する書類の作成について

は、報酬を得て、業として行うことは、行政書士法

に違反する行為となります。また、地理的表示の手

続きに関しては、農林水産省が公開している登録等

申請マニュアルに、登録申請について包括代理契約

を結ぶことのできる者として弁護士又は行政書士が

挙げられております。

　以上を踏まえ、会員の皆様には、国内の植物の新

品種や地理的表示の登録手続については、他士業の

法令違反とならないよう十分にご注意いただくよう

お願い申し上げます。

（2）弁理士制度のあるべきかたちの検討（今後の

長期視野に立った弁理士法改正事項に関する検討及

日本弁理士会副会長　吉　田　正　義

ご　挨　拶
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び具体的提言）

　上記に関しても、委員の先生から幅広い分野にわ

たって多くの法改正事項についての意見が出されて

おります。

【法改正対応例規改正タスクフォース】

　上記の令和3年度弁理士法改正への対応には、多

くの弁理士会内の例規の改正手続きが必要となりま

す。6月に次の目的で専門のチームである「法改正対

応例規改正タスクフォース」を立上げ、法改正への

対応に万全を期しています。

・令和3年度の法改正に対応した例規の改正案の作成

・上記改正案を検討するうえで必要な関連官庁との

折衝その他の手続

【知財政策検討WG】

　本WGは、日本弁理士政治連盟（弁政連）の正副

会長で構成したWGとなります。弁政連は、日本弁

理士会（本会）の方針に沿って、本会の事業を達成

するために、国会議員や政府等に対して必要な政治

活動をおこない、弁理士制度および知的財産制度の

発展に寄与すべく組織された団体です。

　また、上述の「弁理士制度のあるべきかたちの検

討」に関しても、弁理士法改正委員会と一緒に本

WGが議論をリードしていただければと思います。

【知的財産支援センター】

　本年度の事業目標の1つに「日本弁理士会の組織・

機能強化」があります。既存の事業・予算などを見

直し、時代や環境の変化に対応させるとともに、弁

理士会全体としての組織的・機能的強化を図りたい

と考えております。

　知的財産支援センターに関しても、以下の2つの

観点から組織を見直し、機能強化を図っています。

（1）センターの活動目的（役割分担）の明確化

従来役割分担が必ずしも明確でなかった「知的財産

経営センター」との役割分担を、「知的財産経営セン

ター」は中小企業支援事業を積極的に推し進めるこ

ととしていただき、「知的財産支援センター」は、「教

育関連」に特化した活動に責任を持つことにいたし

ました。これにより、従来にまして、小・中・高・

高専・大学等での知財教育のサポートがさらに積極

的にできればと考えます。

（3）パテントコンテスト委員会の吸収

　弁理士会としても大きな事業であるパテントコン

テストに関する取り組みを、従来の委員会組織か

ら、事業部組織へ変更し、本会事業の実施機関とし

ての位置付けを明確にしました。併せて、多くの新

しい会員に公益的な活動に寄与いただけるよう工夫

して活動を進めていきます。

【知財プレゼンス向上委員会】

　企業に所属する会員比率が25％を上回る等、弁理

士としての役割・働き方も広範囲に広がっていま

す。多様なキャリアを持つ会員に会務活動に積極的

に参画いただくことは、非常に大切なことと考えて

おります。

　本委員会では、多様な経験を有する会員にご参集

いただきました。立ち上げの際の各委員の自己紹介

では、華麗なキャリア（多くの方が、企業・事務所・

アカデミア等複数の機関に属し、ステップアップし

てきたご経験をお持ちでした）に圧倒されました。

　本年度の委員会として、産学官連携で、大学から

スタートアップに技術を移転する場面にフォーカス

して、i）教育関連施策の提案、ii）資金関連施策の

提案、iii）アカデミアの課題抽出・アカデミア向ビ

ジネスツールの提案、の各方面から弁理士、弁理士

会、知財のプレゼンスを向上するためにどうすべき

かの検討を進めています。9月には既に中間報告会を

開催しました。

　さらに、多様なキャリアを背景に異なる意見を戦

わせて、考え方の方向付けを出せる委員会にしたい

と考えております。

【DX委員会】

　DXとは、「デジタルトランスフォーメーション」

ということになります。もともとは、コロナ禍とは

関係なく（コロナ禍が云われる前から）使われてい
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た言葉で「企業が避けて通れないデジタル技術によ

る業務やビジネスのへ変革」という意味になります。

　弁理士会の「DX委員会」も、弁理士会（各々の

弁理士、各々の弁理士事務所）の本来あるべき仕事

への取り組み方の新しい形態（「ニューノーマル」）

を提案できる活動ができればと考えております。

本委員会は、本年度の新設した委員会です。弁理士

会の中核で活躍いただいている会員を中心に参画し

ていただいています。

　本委員会では、昨年に引き続き、会員へのアンケー

トを実施し、コロナ禍の影響を調査しました。本ア

ンケートの結果をもとに、以下に関して議論し、情

報を発信していきたいと考えております。

・弁理士会、各弁理士事務所のテレワーク・IT化の

推進について

・ポストコロナ時代の弁理士会の会務の運営方法の

効率化について

・弁理士会の情報の発信の最適化について

3．おわりに

　本年度の弁理士会執行部は、杉村会長のリーダー

シップのもと、「考える執行部」、「将来に向けた提言

（強い「意志」）ができる執行部」でありたいと考え、

役員全員で喧々諤々、議論を戦わせながら日々の会

務を進めています。

　会員の皆様、弁理士会、知財業界全体が、将来ど

うありたいか（どうあるべきか）を考え、明確な「意

志（目的）」を持つ契機となるよう、微力ながら全

力で取り組みたいと考えております。ご指導、ご鞭

撻のほどよろしくお願いいたします。



20

ご　挨　拶

　令和3年度常議員会の活動等を報告します。

1．常議員会とは

　常議員会については、日本弁理士会会則第8章（第

75条から第81条）に概要が規定されています。

　そして、現在の常議員会は全国9選挙区から選出

された60名の常議員（会員）及び2名の外部常議員

により組織され、会則第78条に規定される事項につ

いて審議します。

（1）総会に付する議案に関する事項

（2）総会から委任された事項

（3）会規の制定、改正又は廃止に関する事項

（4）本会の予算外支出又は予算超過支出に関する

事項

（5）経済産業省、特許庁その他の官公署に対する

建議並びに諮問に対する答申に関する事項

（6）審査委員会、綱紀委員会、紛議調停委員会、

選挙管理委員会、不服審議委員会、コンプラ

イアンス委員会、継続研修履修状況管理委員

会及び処分前公表審議委員会の委員の選任に

関する事項

（7）本会又は会員の社会貢献に関する事項

（8）その他会長が必要と認めた事項

　併せて、常議員会中には会規第13号「分化会規則」

により3の分科会が存在します。

2．本年度常議員会の活動

（1）全体会の審議

　第1回常議員会は、令和3年5月13日（木曜日）に

開催され、議長の互選、副議長の互選等の後、上程

された13の議案が承認されました。

　第1号議案　令和3年度執行理事の選任の承認を求

める件

　第2号議案　令和2年度予算の予備費を使用したこ

との承認を求める件 

　第3号議案　令和2年度事業報告の承認を求める件 

　第4号議案　令和2年度決算の承認を求める件 

　第5号議案　令和3年度事業計画の承認を求める件 

　第6号議案　令和3年度予算の承認を求める件 

　第7号議案　会令第23号「特許出願等援助規則」

中一部改正の件 

　第8号議案　会令第90号「特許出願等復興支援規

則」中一部改正の件 

　第9号議案　令和3年度外部常議員の選任の承認を

求める件 

　第10号議案　令和3年度外部監事の選任の承認を

求める件 

　第11号議案　外部意見聴取会委員の選任の承認を

求める件 

　第12号議案　選挙管理委員会委員の補充の承認を

求める件 

　第13号議案　常議員会分科会委員の選任の件

　なお、この第1回常議員会に上程された議案のう

ち上記第1号及び第3号～第11号議案は令和3年度第1

回定時総会に上程される議案であって、会則第78条

の規定により常議員会での審議に付することになっ

ているものです。

　本稿執筆時までに開催された常議員会は前記の通

りですが、令和3年12月に第2回常議員会が開催され

る予定になっています。

日本弁理士会常議員　真　田　　有

常議員会報告



21

ご　挨　拶

（2）分科会の審議

　前記会規第13条により、常議員会内には3つの分

科会が設けられています。

　第2条　分科会は、次のとおりとする。

　一　調整分科会

　二　第1分科会

　三　第2分科会

　また、各分科会の役割は次の通りです。

　調整分科会：会則第78条に規定された事項及びこ

れに関連する事項について、執行役員会との間で調

整を行うとともに、第1分科会又は第2分科会での審

議についての検討などを行うこと

　第1分科会及び第2分科会：常議員会の職務権限に

属する事項について、分担して、調査、検討、審議

を行うこと

3．コロナ禍における常議員会

　令和3年度の第1回常議員会もコロナ禍のもとで開

催されました。コロナ禍においては、委員会等日本

弁理士会の大半の会務はWEB会議が原則です。

　今回の常議員会も原則WEB会議となって久しい

状況下で実施されました。

　会長、副会長及び一部の執行理事の皆さんと常議

員議長は弁理士会館に集合し、その他の常議員の皆

さんはWEB会議での出席です。

　今回の第1回常議員会は、令和3年5月13日（木曜

日）の午後1時19分に開始され、最初は杉村会長が

常議員会の仮議長を務められたあと、常議員議長が

選出され、杉村会長の挨拶の後、常議員議長である

真田が各号議案についての議事をすすめるという形

態で常議員会が進行しました。

　各号議案は、まず担当副会長が議案説明をし、そ

の後各号議案についての質問及び討論を実施し、採

決をとるというやり方で進めました。

　質問や討論及び採決に際しては、WEB会議シス

テムで用意されている「手を挙げる」ボタンあるい

は、画面上で手を挙げることで、常議員の皆さんに

よる質問や討論を受け付けるとともに採決をとるこ

とが行なわれました。

　そして、午後4時04分に無事閉会を迎えることが

できました。

　常議員の皆さんが集まって行なうコロナ禍以前の

常議員会と比較すると、常議員の皆さんがWEBを

通じて遠隔の地で常議員会に参加される点が異なり

ますが、コロナ禍以前の常議員会と概ね変わること

なく、議事の進行ができたと思います。

　これも、コロナ禍のもと、すでに多くのWEB会

議が実施され、事務局の皆さんや日本弁理士会の役

員及び多くの弁理士の方がWEB会議に慣れてきて

おられるためだと思います。皆さんが実際の会場に

集合しなくてもWEB会議を通じて常議員会を含む

日本弁理士会の会務が実行できることで、会務の停

滞を招くことなく、会務の第2の実施形態として今

後も活用されることを期待します。

以上
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1．監事会とその役割について

　日本弁理士クラブよりご推挙頂き、日本弁理士会

の本年度監事長を仰せ付かっております南甲弁理士

クラブの河野誠です。

　ご存知のように、監事会は日本弁理士会の会務の

執行と資産及び会計の状況を監査する（会則第82条

第8項）組織で、選挙で選ばれた1年目と2年目の会

員の監事各5名と外部監事2名の計12名で組織され、

毎月1回開催して前月の会務と財務状況の監査を

行っております。監査結果は監事長により総会に報

告することになっております（会則第82条第10項）

ので、会員に代わって監事会が監査を行い、会員に

報告する趣旨と考えられます。

2．監査の方法について

　監査は原則毎月の最終月曜日13時～ 17時の間に

開催される全監事、担当役員と事務局出席の定例監

事会において、各回の執行役員会の議事録と月次決

算報告書、収支計算書、その他の関連資料に基づい

て行われ、会務監査は事前に送られた上記議事録に

関する事前提出の質問書に、執行部からの回答や説

明、関連質問のやり取りの形で行われます。

　本年度に入り、新型コロナへの対応として人数調

整を行いながらも、監事の一部はWeb出席も認め

られており、最後にリアル出席の会員監事による各

地域会、本部等の突合監査も行われます。

3．監査の実情

　各監事からの質問は1回当たり概ね20 ～ 30項目に

亘り、質問数は30 ～ 50程度になりますが、活発な

質疑応答が行われ、執行部（担当副会長、執行理事）

からは、全員が納得するまで丁寧な説明が行われて

います。

　この時、執行部からの説明や回答が不十分であっ

たり、丁寧さを欠くと監事会が「与野党対決」的な

雰囲気になり勝ちですが、役員の皆さんにはできる

限り丁寧で誠意ある応答を求めており、そのように

対応して頂いております。

　監事の大半の応答は、会務監査になり、財務の、

特に厳密な数値確認は、正直な処各回の監事会では

自信が持てない不安がありましたが、本年度はこの

点を払拭するための議論を重ねた結果、

　監事会では、

（1）財務処理は、本来法令や例規、総会決議、執

行部の基本政策等に則って適正に行われているのか

否かに重点を置くべきで、厳密な数値確認迄求めて

はいない点

（2）財務処理は事務局で複数段階の責任者を経て、

内容確認しながら進められている点及び処理結果は

専門の公認会計士の監査を経て数値確認が行われ

る点

　等を考慮して、本来あるべき監査の姿に戻し、誤

解を招き易い「監査に関するマニュアル」（内規）の

一部を改正して頂いてスッキリさせて貰いました。

　また監事会では何度にも亘って議論される「紛糾

案件」はめったにありませんが、そのような可能性

がある場合は、事前に又は途中で正副監事長が、必

要なら執行部や事務局の協力を得て、事案や関連情

報の整理、必要な調査等を行って監事会に報告し又

は議事に計る体制を整え、本年度はこのようにして

意見調整した例が1件だけあり、無事解決できたの

でホッとしているところです。

日本弁理士会　令和 3年度監事長　河　野　　誠

監事会からのご報告
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4．雑感

　監事会を構成する監事は、外部監事の方を除いて

選挙で選ばれますので、執行役員会に対しては強い

独立性を持つものと考えられ、執行部に対して厳し

い内容の質問もあるせいか、出席者の皆さんは一様

に緊張感のある議論をされます。

　唯、私個人としては日夜多大な時間と労力を割い

て会員や業界のために会務に励んでいる役員の皆さ

んに苦言を呈するのは気が引ける面も感じながら、

質問や意見を申し上げています。

　さらに個人的には監査の実質を深めるには、監事

同士や役員・事務局の皆さんとのコミュニケーショ

ンを円滑にし、信頼関係も高めた方が良い、との理

由で、例年行われている関係者の皆さんとの「懇親

会」を早期に実現したいと願っているのですが、新

型コロナ禍という事情と、「動機が不純」と解される

余地があって、昨年度も含め一度も懇親会が開かれ

ていないことを密かに残念がっている次第です。

　また、この点は私の理解が間違っているのかも知

れませんが、弁理士会則第34条第6項には、「会員は

会長に対し本会の会計帳簿その他の記録の閲覧を求

めることができる」旨規定があるのですが、監事

会に関して規定する会則第82条第9項では「監事会

は・・・執行役員会に対し、会務の執行の状況並び

に本会の資産及び会計の状況に関し、説明を求める

こと」しかできないように解されるのはバランスが

悪いようにも思います。

　つまり監事会としては会計帳簿や記録の閲覧をし

ようとする時は、監事会や監事の資格ではなく、一

会員の資格で求めなければならないということにな

るのでは？という疑問が生じるからです。

　大勢に影響のない些細な疑問か、あるいは誤解か

も知れません。

　いずれにしましても残る本年度の期間、精一杯監

事長の職務を全うさせて頂く所存ですので宜しくお

願い申し上げます。

以上
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　令和3年度の日本弁理士会研修所の活動をご報告

いたします。

1．会員研修

　令和2年に始まったコロナ禍が予想以上に長引い

ており、昨年度と同様、座学による集合研修の実施

が難しい状況が続いております。

　そこで研修所としては、e ‐ ラーニング研修のコ

ンテンツの充実化に鋭意取り組むとともに、WEB

ツール（ZoomミーティングおよびZoomウェビ

ナー）を用いた「ライブ配信研修」を実現すべく、

特許庁をはじめ関係各所と調整し、今年から本格運

用を始めることができました。この「ライブ配信研

修」により、e ‐ ラーニング研修と同様、職場やご

自宅に居ながらにして、その時に行われている「ラ

イブの」研修を受講することが可能となりました。

是非とも一度体験いただければ幸いです。

　また、運用当初は、トラブルがあった場合の対応

に備え「ライブ配信研修」の配信場所（講師および

運営サイドがいる場所）を本会や各地域会に限定し

ておりましたが、運営サイド、受講する先生方とも

にWEBツールの扱いに慣れてきたことから、配信

場所に関する限定を解除し、講師が必ずしも本会や

各地域会に出向くことなく、職場やご自宅から「ラ

イブ配信研修」を行うことができるように、運用を

変更する予定で準備を進めております。これが実現

できた場合、日本弁理士クラブをはじめ、各派で行

われている研修（いわゆる、認定外部機関の研修）

についても、「単位付与」が可能となり、益々研修の

充実化が図れるものと期待しております。

　本年5月には、特許法や弁理士法についての法改

正がありました。この改正に関する研修は「必修研

修」となる予定であり、すべての弁理士が所定の期

間内に研修を受講する必要が生じます。研修所は、

改正法に関する研修についても準備を進めてまいり

ます。

2．倫理研修

　今年度（令和3年度）、倫理研修を受講する必要が

あるのは、Dグループの皆様です。

　研修所では、コロナ禍に鑑み、従来「集合形式」

で行われていた倫理研修のWEB化に取り組み、本

年春より、Zoomミーティングによる倫理研修を実

施しております。感染者数などをみつつ、適宜、従

来通りの「集合形式」での倫理研修も開催いたしま

すので、該当の先生方におかれましては、早めの受

講をお願いいたします。

3．能力担保研修

　付記弁理士試験の受験に必要な能力担保研修は、

特許庁や弁護士会のご協力のもと、今年度も無事に

実施され終了いたしました。

4．実務修習

　やはりコロナの影響で昨年度（令和2年度）の弁

理士試験が延期された関係で、今年度の春に、令和

2年度の実務修習を行いました。引き続き、本年度（令

和3年度）の弁理士試験合格者を対象とする実務修

習の準備をしております。

以上

日本弁理士会研修所　所長　石　橋　良　規

日本弁理士会研修所について
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1．はじめに
　日本弁理士会中央知的財産研究所は、発足26年目
を迎えます。当研究所の特色は、次の点にあります。
（1）豊富な研究陣
　知的財産分野で活躍している学者などの外部研究
員と実務家でもある会員の内部研究員とが一緒に
なって、知的財産に関する共通のテーマについて研
究を行っております。アカデミックな視点と実務家
の視点とをミックスさせることで地に足が付いた研
究を行うことができるというメリットがあります。
（2）ホットで関心が高い研究テーマ
　会員からの要望を踏まえて、会員が最も興味を持
つテーマを選定しています。1つのテーマを中心に、
各研究員が様々な視点から研究を行い、厚みのある
研究成果が得られるようになっております。
（3）研究成果のタイムリーな発信
　当研究所の研究成果は、「別冊パテント」として日
本弁理士会の全会員に還元している他、大学、裁判
所、特許庁、弁護士会をはじめ、日本工業所有権法
学会などに参加されている実務家、学者、研究者等
に配布して高い評価を得ています。この他、会員向
け研究発表会や公開フォーラム等の機会でも研究成
果を還元しております。
　平成30年度よりWeb上での論文公開を開始いた
しました。また、ホットなテーマをいち早く発表し
ようという趣旨で、「別冊パテント」発行前の論文単
体での「早期公開」も行っています。最新の研究成
果を弁理士会のHPから是非御覧下さい。
（4）シンクタンク機能
　当研究所では、日本弁理士会が知財関連法規の改
正提案を積極的に行えるように、改正項目を提案 
するシンクタンク機能としての役割も期待されてい
ます。

2．研究活動
　当研究所では、研究テーマ毎に本会会員でない外
部研究員と本会会員たる内部研究員とで構成される
研究部会を、東京に3部会、関西に1部会設置し、そ
れぞれ次のようなテーマについて研究を行っていま
す。研究員については、弁理士会のHPで公開され
ておりますので、そちらをご覧下さい。
（1）「イノベーション推進に向けた特許の保護対象－
更なる研究－」（令和元年8月1日〜令和3年5月31日）
　本部会では、次世代に向けたイノベーション推進に
向けて、特許の保護対象とはいかなるものであるべき
かをテーマとして取り上げ、同様のタイトルで研究を行
いました。本テーマは、会員の関心が高いので、「更な
る研究」として、特に、AIやIoTに関連するプログラム
発明やビジネス発明について研究を掘り下げていきま
した。今回の研究では、次世代に向けたイノベーショ
ン推進に向けて、特許の保護対象とはいかなるもので
あるべきかについて、さらに掘り下げて研究を行いまし
た。研究成果は、現在、先行公開中です。別冊パテン
ト第26号で本公開されます。主任研究員は、高林 龍先
生（早稲田大学法学学術院教授）です。
（2）「知的財産権のエンフォースメントの新しい地
平」（令和2年11月1日〜令和4年4月30日）
　本テーマは、関西の部会が担当しています。時代
の要請に応える知的財産権のエンフォースメントは
何かという観点から、知的財産権のエンフォースメ
ントに関する種々の具体的論点について検討し、有
意義な論文発表を行う予定です。主任研究員は、名
古屋大学法科大学院の鈴木將文教授です。研究成果
は、来年の別冊パテントで報告する予定です。
（3）「不正競争を中心とした非登録型知財法制」（令
和3年4月1日〜令和4年12月31日） 
　中央知財研で不正競争を扱ったのは10年ほど前の

中央知的財産研究所　所長　伊　丹　　勝

中央知的財産研究所の活動報告
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ことです。この間、不正競争防止法の改正により、多
くの新たな不正競争行為が追加されました。また、著
作権法についても、5年ほど前に部会内の一テーマとし
て扱って以来、検討されておらず、新たな検討が望
まれるところでした。そのような背景から不正競争や
著作権など「非登録型知財法制」を主な研究対象と
した研究部会を立ち上げています。主任研究員は、
土肥一史先生（吉備国際大学大学院特任教授・一橋
大学名誉教授・弁護士）です。研究成果は、令和4年
3月末までに別冊パテントで発表する予定です。
（2）「知的財産と経済－インフラ産業における競争と
知的財産権」（令和3年4月1日〜令和4年9月30日）
　本テーマは、知的財産について、経済学的アプロー
チからの研究となります。そもそも産業財産権制度は、
産業の発展のために存在している制度ですから、経済
学的なアプローチで、その効果が見えてこそ、知的財
産制度の存在意義が理解されるのだと思います。そこ
で、中央知的財産研究所では、原点に立ち返り、「知的
財産」と「経済」との関連について研究を行いました。
ただし、メインテーマである「知的財産と経済」は、
その範囲が漠然としているため、「インフラ産業におけ
る競争と知的財産権」というサブタイトルで研究を行っ
ています。これらのインフラ産業は、とりわけ電気通
信産業において明らかなように、標準必須特許が密接
に関連し、産業界の関心も高いため、社会的に大きな
話題になり得ると思われます。主任研究員は、経済学
者でもあり、元公正取引委員会の委員でもあった一橋
大学の小田切宏之名誉教授です。研究成果は、来年
度に別冊パテントで発表する予定です。

3．研究成果の発表
（1）会員向け研究発表会の実施 
　会員が興味を持っているテーマについて、会員向
け研究発表会を年明けに東京及び大阪で毎年開催し
ていましたが、昨年度は、コロナウィルス感染拡大
防止の観点から中止しました。本年度も中止する予
定です。
（2）第18回公開フォーラムの実施 
　昨年度も、当研究所の研究活動の一端を紹介する
ために、「日本商標法の未来のための方策検討」の
研究部会による公開フォーラムを令和3年3月2日に
Web形式で開催しました。テーマは、「我が国商標

法を考えるための5つのテーマ」です。研究部会で
は、我が国の現行商標法に足りない点は何かという
観点から、広く外国法制度との関係で種々の検討を
行いました。その中でも、特に関心の高い5つのテー
マ、すなわち、「商標・商品等表示の混同が生じない
場合の特別な保護」、「悪意の商標出願」、「権利の失
効」、「商標法における『不使用の抗弁』について」、
「令和の時代のコンセント制度」について、担当研
究員がそれぞれ研究成果の発表を行いました。講師
は、主任研究員の土肥一史先生、研究員の茶園成樹 
先生、上野達弘先生、横山久芳先生、外川英明先生、
佐藤俊司先生にお願いしました。
　本年度は、「知的財産権のエンフォースメントの新
しい地平」の研究部会を中心にWeb形式で実施す
る予定です。
（3）合同研究部会の実施
　各研究部会の研究員の交流と情報交換を図るた
め、全ての研究部会合同での研究部会をWeb形式
で開催する予定です。講師は現役の裁判官にご登壇
いただき、その後、懇談の場を設ける予定です。

4．研究成果のウェブでの公開の仕方について
　現在ウェブ上で公開されている学術論文は、DOI
（Digital Object Identifier）と呼ばれる仕組みにより
管理され、DOIを利用して論文へのアクセスや引用が
行われることが一般的です。別冊パテントのウェブ公
開論文についてもDOIの導入を進めるべきです。研究
員の方々から賛同のご意見をいただいています。この
DOIの利用については、JSTが運営しているJ－STAGE
を利用することで、無料でDOIの付与を受けることが
できるとのことに加え、J－STAGEが提供する様々な利
益を享受することもできます。このように、メリットが
多いことから、本年度からJ－STAGE上での公開を始
める予定です。弁理士会のHPからJ―STAGEへのリン
クによって別冊パテントが閲覧可能となります。

5．終わりに
　当研究所では、今後も知的財産制度及び弁理士制
度に関する理論的な研究と提言とを広く各方面に発
信し、知的財産制度の発展、日本弁理士会の地位向
上、並びに社会的貢献に努めて参ります。今後とも、
ご支援、ご鞭撻を宜しくお願いいたします。
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1．はじめに

　今年度、知的財産支援センター長を仰せつかりま

した石原進介です。知的財産支援センターは、知的

創造活動並びに国内外の知的財産権の取得及び活用

に関する支援を行うことにより、知的財産権制度の

発展に貢献することを目的として設置された附属機

関です。地域知財の活性化を図る活動は、この国を

支える重要な活動であり、そして、各地域に根差し

た各地域会の活動は、地域知財の活性化を図るのに

不可欠の日本弁理士会が行う重要な活動でありま

す。本センターの支援の有り様は、地域会ができる

ことは地域会が行うということを前提としておりま

す。そして、本センターでは、特に関東・関西・東

海以外の、運営を担う会員数を充分確保することが

難しい或いは広域である等といった事情を抱える6

地域会が行う知財支援活動、特に教育支援などを軸

とする社会貢献事業等を積極的に応援していきま

す。また、「パテントコンテスト」及び「デザインパ

テントコンテスト」を通じて、各地域の生徒や学生

等の方々を含む学校関係者の皆様の知的財産マイン

ドを育てるとともに、知的財産権制度の理解の促進

を支援していきます。

　一方で、COVID-19（新型コロナウイルス）の感染

拡大を抑制しつつ、知財支援活動を行っていく必要

があります。ウィズコロナ時代での新生活様式への

急速な変化にも対応しつつ、ウィズコロナ時代の新

たな知財支援活動にも積極的に取り組んでいきます。

2．知財支援センターの組織

　知財支援センターは、その活動目的、活動内容に

対応して、総務部、第1事業部、第2事業部、第3事

業部、パテントコンテスト事業部という5つの部会で

組織されており、運営委員は、このうち、第1事業部、

第2事業部、第3事業部及びパテントコンテスト事業

部の何れかの部会に所属しています。総務部は、

正副センタ―長で組織されており、支援センターの

運営に関する企画及び立案などを担当します。そし

て、各部会には、部会を担当する副センター長がお

り、また、総務部を除く各部会には部会の責任者と

しての部長が配置されております。そして、センター

長、副センター長及び各部会の部長を中心に構成さ

れた、知財支援センターの活動全体について議論す

る正副センター長・部長会議が設置されています。

3．活動の主な柱

　本年度は、知財支援センターの本業を確実に実行

するために、次の項目を柱として、事業展開してお

ります。

　（1）教育支援体制

　（2）出願援助事業による支援

　（3）支援情報及び成果の一元化

　（4）「パテントコンテスト」及び「デザインパテン

トコンテスト」事業における支援

　

4．事業概要（各論）

（1）教育支援体制

①弁理士会として、小中高生に対する出張授業を開

始して15年以上になりますが、今後とも、関東、東

海、関西以外の地域会において小中高の知財授業の

「講師のなり手」を育成することに力を入れていき

ます。 特に、関東、東海、関西以外の6地域会にあ

る小中高生から出張授業依頼があった場合だけでな

知的財産支援センター　センター長　石　原　進　介

知的財産支援センターについて
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く、当該地域の少年少女発明クラブ（発明推進協会

運営）に対して、該当地域在住の全会員を対象に広

く講師を募集することにより、多くの会員の協力を

得て出張授業を行っていきたいと考えています。

　また、授業用コンテンツ等の追加・改良等を行う

事により、このコンテンツを積極的に活用した弁理

士による知的財産教育体制を確立し、当該地域在住

の会員が講師として永続的に知財授業を行う事が出

来るように「講師のなり手育成」を積極的に行います。

　さらに、上記「講師のなり手育成」を、弁理士法

に規定されている「知的財産の専門家である弁理

士」が「弁理士による知的財産権の利用の促進」を

行う積極的対外支援（社会貢献）活動として対外的

に広く広報していきたいと思います。従前から行っ

ている、内閣府「知財創造教育推進コンソーシアム」

への協力（実証授業への参加、教育教材の提供など）

も引き続き行っていきます。

　従前からも、知財支援センターでは、知財の教育

支援を目的とした、動画を製作してきております

が、昨年度からは、伝えたい内容を短い尺で端的に

伝える短編動画の製作を始めました。今年度も継続

して短編動画の製作を行っていきます。

②本年度も、国立高等専門学校機構との知財支援協

定に基づき、51高専に対して、その要望に基づく具

体的支援を、地域会と共に実行していきます。

　また、高専からの様々なニーズに対応するため、

概要編・演習編・権利行使編・調査編・（高専側の

希望のテーマに沿って講師がオリジナルな授業）を

行い、都度内容をブラッシュアップしていきます。

国立高等専門学校機構との事業に関する連絡会議も

引き続き行います。

③大学等支援としては、本年度も知的財産関連の各

種講義（通期講座・単発セミナーを含む）を提供し

ていきます。

　講義希望の大学等を選定する場合の選定基準をよ

り明確化するとともに、個別大学支援の枠組みを超

え、新たな大学支援のスキームを確立したいと考え

ています。

　この大学支援を通して、知財人材の育成に寄与し

ていければと考えています。

④医療系学会等支援グループによる、日本医工もの

づくりコモンズ等医療系学会等への協力を行ってい

きます。

　 昨年に引き続き、医療学会等に対して、要請に

応じて弁理士を派遣し、知的財産に関するセミナー

や相談会を開催していきます。

　 医療機器の開発には、メーカーだけではなく医

師が携わるケースがあり、現場の医師からは知的財

産に関する知識を身につけたいとの要望がありま

す。支援センターでは、実務に携わる医師の方々に

対し、知的財産の基礎はもちろん権利化の際の注意

点まで細やかに説明し、医療分野における発明を応

援していきます。

（2）出願援助事業による支援

　優れた発明、考案又は意匠の創作の擁護に資する

ことを目的として、また、昨年度から、新型コロナウ

イルスの感染拡大により収入・売上が減少した方の

支援をするため、特許出願、実用新案登録出願又は

意匠登録出願及びこれらに関連する手続の費用の一

部を日本弁理士会が援助する制度を実施してきまし

た。今年度もこれらを継続して実施します。また、今

年5月の定期総会における規則改正を経て現在、「商標

登録出願」も新たに支援対象に加えて、運用してお

ります。特許・実用新案・意匠の他に商標も新たに

支援対象として加わりましたので、皆様のクライアン

ト様にも周知していただき、是非活用していただけれ

ばと思います。本制度は予算が無くなり次第終了しま

すので、クライアントの中で本制度の対象者に該当す

る方がいらっしゃる場合には、お早めに申請いただく

ようご案内いただければと存じます。

　なお、出願援助制度は、弁理士会による社会貢献

活動の一つです。本制度は、多くの会員に公益的な

活動に寄与いただくことを期待しています。従っ

て、可能な限り多くの会員が当該活動に参加できる

よう、ご配慮願います。



29

ご　挨　拶

（3）支援情報及び成果の一元化

　6地域会をフォローアップするためのシンクタン

ク機能の充実化や、支援情報及び成果の一元化に対

応したいと考えています。この趣旨に基づき、本年

度も、各地域会からの情報の共有化を図ります。

（4）パテントコンテスト・デザインパテントコン

テスト事業における支援

　「パテントコンテスト」及び「デザインパテント

コンテスト」につき、文部科学省・特許庁・INPIT

と協力し、適切に対応及び実施します。このコンテ

ストを通じて、高校生、高等専門学校生及び大学生

等の知的財産マインドを育てるとともに、知的財産

権制度の理解を促進することを支援します。

以上
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1．本年度の基本方針

　知的財産経営センターは、知財経営をワンストッ

プで支援することを目的として、知財経営に関連す

る各種委員会・附属機関を統合した組織として2017

年4月に設立され、今年で設立5年目になります。最

初の3年は各組織に対応する事業本部を設けた事業

本部制を採用していましたが、昨年（設立4年目）は、

事業本部制を解消し、各事業本部の垣根を外して知

見の相互活用や、統合的事業の実行がさらに図られ

る体制としました。

　本年は、新しい杉村会長の下で、執行役員会の新

たな運営方針に従い効率的に事業を実行していける

体制を整え、精力的に事業を進めて参ります。

　本センターへの期待に応えるべく、本センターで

これまで積み重ねてきた経験を十分に活かして、企

業支援の実施や価値評価の普及などを通じて知財が

企業経営に資する財産であることを広く知らしめて

いくとともに、本会の運営方針における関係項目に

つき精力的に実行していきたいと考えています。

2．本年度の重点事業

　本年度は、以下の5つの項目を柱として、事業を

実行していきたいと考えています。

　（1）中小企業等への経営支援の充実化

　（2）弁理士の資質の向上及び業務基盤の強化を

図る取り組み

　（3）知財の活用に向けての対外活動の活性化

　（4）常務会による総務活動の充実化

　（5）事業活動に資する研究の活性化

3．事業概要（各論）

（1）中小企業等への経営支援の充実化

　①弁理士知財キャラバン事業の充実化

　弁理士知財キャラバン事業の実行により、中小企

業を具体的に支援します。

　支援件数を増加して、知財経営コンサルティング

の現場を通じて会員のスキルアップを図ります。

　弁理士知財キャラバン事業では、今年からオブ

ザーバー制度を導入しました。コンサルティングに

必要な能力は実務経験を通じて習得されるものであ

ると考えられていることから、JPAA知財経営コン

サルタントとなるために必須としている「知財経営

コンサル育成プログラム」研修の修了者を対象に、

支援先の了承を得たうえで本事業の支援をオブザー

バーとして傍聴できる体制を整えていきます。オブ

ザーバー制度の導入により、社会からの要望に応え

るとともに、知財経営コンサルティングの現場を見

る機会が会員に提供され、会員還元も図られると考

えています。

　②スタートアップ企業を特に意識した支援

　ビジネスプランコンテストを開催し、その入賞者

に、本センターに蓄積された今までの支援スキルや

メニューを駆使して、中小企業・スタートアップ企

業の事業をサポートします。

　本ビジネスプランコンテストは、技術・デザイ

ン・ビジネスモデルなどの知的財産を用いた新たな

萌芽的ビジネスプランを発掘・表彰し、表彰を受け

たビジネスプランの育成を行うことを目的としてい

ます。本事業は、昨年はじめて実行したもので、今

年で2回目となります。本事業では、昨年に引き続

知的財産経営センター長　津　田　　理

知的財産経営センター長挨拶
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き、中小企業診断士との連携も図って参ります。

　③省庁や外部機関との連携

　特許庁、中小企業庁、中小企業支援機関（知財総

合支援窓口、よろず支援拠点

地方自治体、商工会議所・商工会、金融機関等）に

対して、当会から中小企業の知財活用支援に関する

連携の働きかけを行い、各組織との調整に基づいて

必要な事業（講師派遣、セミナー開催等）を実施し

ます。

　また、「適切な弁理士が見つからない」「弁理士の探

し方が分からない」という中小企業支援機関からの

声に対応するため、日本弁理士会の中に「中小企業

知財経営推進本部」を新たに設置するとともに、外

部機関（主に中小企業支援機関）から日本弁理士会

への窓口を一本化すべく、新たに「JPAA知財サポー

トデスク」を設置しました。

（2）弁理士の資質の向上及び業務基盤の強化を図

る取り組み

　①会員の知財コンサル能力の向上のための取り組み

　知財経営コンサルティング研修の一層の充実化

と、知財経営コンサル手法に関する会員への情報提

供を通して、会員の知財経営コンサルに関する基礎

的能力の向上及び知財経営コンサルタントの育成を

図ります。

　これまでコンサル育成プログラム研修（全6回）

で行われていましたが、新型コロナウイルス感染症

等の影響を受けて、第1回から第4回までの座学研修

はe-ラーニング化し、第5回と第6回のグループワー

ク研修はWeb会議システムを用いて行うことを予

定しています。

　②会員の価値評価スキルの向上及び会員による価

値評価の普及のための取り組み

　価値評価研修や、価値評価手法に関する会員への

情報提供を通して、会員の価値評価に関する基礎的

能力の向上を図ります。

　また、裁判所などからの価値評価の外部要請に的

確に対応できるよう、高い知見を有する価値評価人

の育成に努めます。

　さらに、価値評価スキルの高い会員の存在を周知

し、会員による価値評価の普及を図ります。

（3）知財の活用に向けての対外活動の活性化

　①会員が関与する知財活用の活性化

　知財活用への会員関与を促進するため、知財マッ

チングサービスを活性化させるとともに、中小企業

の事業承継・売却の支援スキームの構築に取り組み

ます。

　また、知財ビジネス評価書、知的資産経営報告書、

経営デザインシート、ローカルベンチマークなど経

営分析ツールを用いた対外活動にも積極的に取り組

んでいきます。

　

　②知財活用を通じて、企業との絆を育む事業の促進

　知的財産活用表彰のさらなる充実化を図るととも

に、活用表彰の広報を活性化させます。また、知財

活用に関する企業からの要請に対して積極的に関与

するとともに、企業の知財活用の促進に取り組みます。

（4）常務会による総務活動の充実化

　従前の各事業本部で行っていた総務活動を常務会

で一元化し、これによる効率性、統合性の確保によっ

て、以下のとおり総務活動を充実させます。また、

総務担当を明確化することにより、事業の実効性を

向上させます。

　・包括的研修の企画実行を実行し、会員への発信

性を高める。

　・広報の一元化により、効率的広報宣伝活動に取

り組む。

　・外部要請に対する窓口の一本化により、的確な

対応を担保する。

　・価値評価の受託業務を活性化させる。

（5）事業活動に資する研究の活性化

　プロジェクトチームを所要の事業部と関連して設
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置し、研究テーマを常務会で調整し、対外活動に資

する研究テーマを選定します。その研究結果は、当

該事業部にフィードバックすることとし、このルー

チンにより、本センターの事業活動に資する研究の

活性化を図ります。

4．おわりに

　本年度、当初の知的財産経営センター長は須藤浩

先生でしたが、令和3年6月25日、ご本人に急なご不

幸があり、当時の統括副センター長であった私が後

任を拝命することとになりました。

　須藤先生とは、一昨年（令和元年）から知的財産

経営センターでご一緒させて頂いておりましたが、

同じ会派（南甲弁理士クラブ）ということもあり、

いつも親身になって相談にのって頂き、言葉では言

い尽くせない程、本当にお世話になりました。

　末筆ではありますが、須藤先生に心から感謝を申

し上げるとともに、ご冥福をお祈りいたします。

以上
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１．はじめに

　昨年度、国際活動センター長を拝命し、前センター

長の本多敬子先生、前々センター長の大西正悟先生

をはじめセンター員の皆様、日本弁理士クラブの皆

様の大きなサポートをいただきながら、コロナ禍の

中、任期2年目を迎えさせていただきました。

　今年度も終わりの見えないパンデミックのため

に、国際活動センターの活動は非常に大きな影響を

受けておりますが、まさにウィズ・コロナの状況の

下、試行錯誤を続ける中で新たな可能性も見えてき

たと感じております。まだまだ先の読めない状態で

すが、残りの任期半年も精一杯、職務を全うしたい

と思っています。

２．国際活動センターの組織

　国際活動センターは、センター長、副センター

長、センター員総勢100名ほどで4つの部会を構成し

て活動しており、さらに各事業の実施においては、

事業毎にプロジェクトグループ（PG）を立ち上げ

てそのメンバーの方々に実行を担っていただいてい

ます。

　部会は「日本情報発信部」、「国際政策研究部」と「外

国情報部」とに分かれており、以下のような活動を

行っております。

　まず、日本情報発信部は、日本の知財情報を海外

に向かって発信していく部会です。日本弁理士会の

英文ホームページの管理を担当しているほか、海外

の知財団体を対象にして日本の知財制度を紹介する

セミナー企画（Discover IP Japan）も行っていま

す。コロナ禍前には部会のメンバーを現地に派遣し

てセミナーを行っていましたが、昨年はZoomを利

用したウェビナー形式でヒューストンのHIPLA、

シカゴのIPLACという2つの団体の会員を対象にセ

ミナーと交流会を開催しました。今年度もいくつか

の知財団体と同様な計画を進めています。海外との

時差による制約はありますが、ウェブ会議技術の進

歩は、弁理士会の国際活動の幅を大きく広げてくれ

ることを実感しています。

　国際政策研究部では、国際会議対応プロジェクト

グループ（PG1 ～ 3）と協働し、世界知的所有権機

関（WIPO）、世界税関機関（WCO）等の国際機関

で行われる会議の議題について、関連する実務系委

員会とも連携して詳細な検討を行い、意見の集約と

発信を行っています。これらの国際会議は今年度、

リアルとオンラインのハイブリッドで開催されてお

りますが、現状、日本からの海外渡航は難しい状況

であり、オンラインでの参加を選択せざるを得ませ

ん。日本の夜間にあたる時間帯に長時間、数日にわ

たって開催される会議であるため、やはり現地に赴

いての参加が望ましく、一日も早いコロナの収束が

望まれます。

　「アジア・オセアニア部」、「欧州・アフリカ部」お

よび「米州部」からなる外国情報部では、担当する

各地の知財の研究・情報収集を行い、セミナーなど

による会員への情報発信等を行っています。会員に

影響のある法改正・プラクティスの変更があった際

は各部の担当者が情報確認を行い、必要に応じて会

員にメール発信を行っています。また、USPTO、

EPO、EUIPO、KIPO、CNIPAなど担当する地域

の知財庁とも可能な限り意見交換の場を持ち、ユー

ザーの意見をお伝えしております。さらに、各国の

知財庁が行うパブリックコメントの募集にも積極的

国際活動センター　センター長　渡　邉　伸　一

　　　国際活動センターについて
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に応じて、日本弁理士会の意見を提出しています。

３．国際活動センターの活動

　海外団体・組織との関係においては、これまで定

期的に交流を重ねてきた団体との良好な関係を維持

すると共に新たな団体とも交流が広がっておりま

す。今年もコロナ禍のために直接、現地を訪れたり、

外国のゲストをお招きしたりすることはできません

が、ウェブを活用して活発な交流を維持しておりま

すので、以下にその活動の一部をご紹介させて頂き

ます。

　 例 年4月 に は 米 国 よ りAIPLAのIP Practice in 

Japan Committeeが来日し、セミナー・交流会を

行っておりましたが、今年もコロナ禍のため、リア

ルの開催はできませんでした。しかし、それに代え

て、4月にAIPLA、AIPPIとの共催のウェビナー・

交流会を行ったほか、7月にAIPLAとJPAA役員会と

のミーティング、8月に2回のオープンセミナー・交

流会を実施しました。また、8月のオープンセミナー

の際には、SpatialChatという交流会に適した新た

なシステムの導入も試み、好評を得ることができま

した。今後はZoomに加え、SpatialChatも活用して、

外国の方々との交流をさらに深めていきたいと考え

ています。

　9月後半には、米国知的財産権者協会（IPO）の

年次大会が開催されます。今年のIPOはリアルと

ヴァーチャルのハイブリッドでの開催となるようで

す。国際活動センターでは、ここ数年、IPOのアジ

ア実務委員会（APC）でプレゼンテーションを行っ

ており、一昨年度は特許庁と連携してブースも出

展いたしました。残念ながら今年もJPAAはヴァー

チャルでの参加しか叶いませんが、昨年に引き続

き、APCのメンバー向けに特許法と商標法の改正

に関するプレゼン動画を作成し、ウェブ上で閲覧で

きるようにアレンジしていただきました。なお、昨

年作成した動画は、日本情報発信部との連携によ

り、弁理士会の英文ホームページ上で公開されてお

り、今年も同様な方向で準備を進めています。

　欧州に関しては、イギリスのCIPA、CITMA、フ

ランスのCNCPI、欧州特許庁（EPO）などと活発

に交流して、ウェビナー等を企画しています。日本

と欧州との時差は約8時間、日本の夕方が欧州の朝

となることから、欧州とであればウェビナーやウェ

ブ会議も比較的開催しやすいように思われます。

ま た、EPO主 催 のSACEPO（Standing Advisory 

Committee before the European Patent Office）と

いう会議では、今年からJPAAがメンバーとなる会

議が2つ追加され、貢献の機会をさらに増やすこと

ができました。

　アジアの国々に関しては、10月にシンガポールの

代理人団体であるASPAと日本弁理士会本会として

は初めての会合を開催することになりました。

　12月には、中華商標協会（CTA）との日中商標

交流会をウェブで開催する予定です。来年はCTA

との交流20周年にあたることから、調印式の開催に

向けた準備も始めました。この調印式は、なんとか

リアルで開催できることを祈っています。

　そのほか、昨年実施を断念したアジアセミナーの

開催の準備も進めています。当初の事業計画では、

今年度の2月に実施できるよう予算を組んでいまし

たが、今年度中の実施も諦めざるを得ない状況で

す。また、昨年度はミャンマーでの開催を予定して

おり、それに向けた事前の交流もだいぶ進められて

いたのですが、ミャンマーでの政変により開催地の

見直しも避けがたい状況になってしまいました。そ

のため今年度は、開催予定地をタイのバンコクに変

更し、さらにヴァーチャルでの開催も想定した上

で、次年度の実施を目指した準備を進めています。

　以上ご紹介させていただいた海外との交流活動に

加えて、今年度は新たに「国際機関就活支援PG」

と名付けたプロジェクトグループを設置しました。

このPGでは、弁理士のキャリアパスとしてWIPO

などの国際機関でキャリアを積むために必要な条件

等の情報の収集と、セミナー等による会員への情報

提供を行います。日本弁理士会として、国際機関で

活躍できる実力をもった人材の育成に取り組み、志

のある有能な弁理士が世界で活躍するのを後押しで

きればと考えています。
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　また本年度、新たに「WIPO GREEN対応PG」

も設置しました。WIPO GREENのオンラインデー

タベースには、環境技術の開発と普及を後押しす

ることを目的として、6,800件以上の技術、ニーズ、

専門家が登録されています。SDGsへの貢献が社会

的に求められている中、日本の弁理士によるWIPO 

GREENの活用促進のための施策・企画等を検討・

実行していきたと考えています。

４．最後に

　国際的ハーモナイゼーションが進む中、日本弁理

士会の国際的プレゼンスを更に向上できるよう、ま

た世界の動きを迅速に会員の皆様にお伝えできるよ

うセンター員一同力を注いでおります。また今後

は、コロナ禍のために一挙に普及したウェブ会議シ

ステム、オンラインチャットなどの新たなツールも

活用して、さらに活動の幅を広げていければと考え

ています。日本弁理士クラブの先生方には、一層の

ご指導ご鞭撻ご協力を賜れますよう、お願い申し上

げます。

以上
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１．はじめに

　広報センターは、平成22年4月1日に日本弁理士会

の附属機関として活動を開始しました。広報センター

では、日本弁理士会会員に対して知的財産制度、日

本弁理士会の会務等に関する有用な情報を提供する

と共に、広く一般社会、関係諸団体、地方自治体等

に対して知的財産制度、日本弁理士会ならびに弁理

士を周知することを目的として活動しています。

２．組織の概要

　広報センターは、その活動目的、活動内容に対応

して、企画総務部・第1事業部・第2事業部・第3事

業部および会誌編集部の5つの事業部を有していま

す。また、中長期的な目標達成のために広報戦略ワー

キンググループとパテントワーキンググループを立

ち上げています。

３．各事業部およびワーキンググループの概要

３．１　広報企画会議

　広報企画会議は、センター長を中心として、副セ

ンター長と各事業部の部長の他、日本弁理士会執行

理事会から、広報センター担当日本弁理士会副会

長・同担当執行理事および会長室長で構成され、各

事業部間の情報共有を図り、広報センターの事業全

体の計画と進行状況のチェックならびに意思決定を

行っています。なお、各事業部とワーキンググルー

プにも共通することですが、令和2年度からはコロ

ナ禍のため会議室に集合して開催することはなく、

原則オンラインによるウェブ会議と電子メールに

よって活動しています。

３．２　企画総務部

　企画総務部は、広報センターの運営を担当してお

り、広報センター活動の企画立案、中長期的課題の

検討、運営委員の手引き・活動記録の作成など他の

事業部では扱わないまたは事業部に跨る事項を検討

する事業部です。令和2年度には月刊誌「パテント」

に関するアンケート調査を実施しましたが、本年度

はパテントワーキンググループを主宰しています。

また、最新の情報・ノウハウを広報センターに蓄積

するために、外部の専門的な研修を各事業部の運営

委員に受講してもらう制度を設けて統括的な運用を

行っています。

３．３　第1事業部

　第1事業部は、主に、イベントを活用した広報を

行っています。具体的には、日本弁理士会のマスコッ

トキャラクター「ぱっぴょん」の着ぐるみ製作・貸

出、ノベルティグッズの作成、ポスターなどイベン

ト等の展示媒体やカレンダーの作成を行っていま

す。さらに、令和元年度から朝日新聞社が刊行する

小中学生向けキャリア読本「おしごと年鑑」に掲載

する弁理士紹介記事の作成やウェブ版の「おしごと

はくぶつかん」のコンテンツの作成を行っています。

副センター長　加　藤　佳　史

広報センターについて

「おしごと年鑑　2021」用ページデザイン
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３．４　第２事業部

　第2事業部は、年に10数回に及ぶ記者説明会や記

者勉強会の企画及び実施、取材の立会いなどマスコ

ミ対応を行っています。また、マスコミ向けメール

マガジンの発信、Facebook等のSNSによる発信な

ど、マスメディアを活用した広報を行っています。

さらに、会員向けのメディア・トレーニングも行っ

ています。

３．５　第３事業部

　第3事業部は、広報誌「パテント・アトーニー」

の発行（季刊）、小学校・中学校および高等学校向

けの弁理士紹介ポスター「はっぴょん通信」の発行、

日本弁理士会のホームページを活用した広報活動な

どを行っています。また、弁理士を主人公とした漫

画「閃きの番人」の単行本および電子書籍の発行も

行っています。

３．６　会誌編集部

　会誌編集部は、日本弁理士会の会誌である月刊誌

「パテント」の編集・発行を行っています。具体的

には、各号の特集の企画、特集論文の執筆予定者の

選定と執筆依頼、特集論文・一般投稿論文およびコ

ラム記事などの査読、パテント掲載広告の審査など

を行っています。

３．７　広報戦略ワーキンググループ

　広報戦略ワーキンググループは、弁理士の認知度

の調査と認知度向上のための広報活動を行っていま

す。具体的には、株式会社ディー・エル・イーに委

託して認知度調査を行い、調査結果に基づいて、主

に弁理士の認知度が低い20代30代のビジネスパーソ

ンを対象とした広報を行っています。令和2年度は

動画「発明王　ニバン・センジ」を配信しましたが、

本年度は「弁理士　たまこ」と「鷹の爪」とのコラ

ボ動画の作成と配信を行います。

３．８　パテントワーキンググループ

　令和2年度の役員会の方針により、月刊誌「パテ

ント」の電子書籍化の検討を行っています。このた

めに全会員を対象としたアンケート調査を実施しま

した。また、会誌編集部の編集作業の低減などのた

めに外注できる作業などの検討をすることになりま

した。パテントワーキンググループは、これらの検

討・推進を行う目的で本年度に立ち上げたワーキン

ググループです。

４．おわりに

　広報センターは、このように、弁理士制度や知的

財産制度の啓発・普及活動を行っています。これか

らも広報センターが行う広報活動にご協力・ご注目

戴ければ幸いです。

　また、広報センターは日本弁理士会の全体を俯瞰

することができる数少ない機関です。その活動内容

は多岐に亘っており、会員の皆様の多種多様なバッ

クグラウンドや知識を生かすことができます。

皆様の広報センターへの積極的なご参加をお待ちし

ております。

以上

月刊誌「パテント」

動画「発明王　ニバン・センジ」より
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1．はじめに

　今年度、新たに設立されたDX委員会の委員長を

拝命しております西村公芳です。今回はご挨拶の機

会をいただきましたので、この新設の委員会につい

てご紹介させていただきます。

　弁理士会の本年度事業計画の「具体的施策」には、

「新型コロナウィルス感染症等の対策を含め事務所

経営に対するサポート機能の拡充・強化」が掲げら

れ、この施策を担当する委員会の一つとしてDX委

員会が挙げられています。当委員会の職務権限・設

置目的は、「日本弁理士会、弁理士、特許事務所等が、

ウィズコロナ・アフターコロナで実施すべき施策の

検討と提言」及びこれに関して「内外へ適切な情報

の発信をすること」で、目下コロナ関連問題に向き

合っています。

2．委員会の構成

　今年度の当委員会は、附属機関や他の委員会で中

心的に活躍されている方や、日弁ほか各派の幹事長

の方に入っていただき、様々な立場から施策を検討

可能なように構成されています。委員会では、第1

部会～第4部会に分かれて、以下のテーマにつき検

討等をしています。

　　第1部会：特許事務所のテレワーク・IT化

　　第2部会：弁理士会の送付物の送付先変更

　　第3部会：弁理士会の会務の今後の在り方

　　第4部会：アンケートの実施と分析

3．委員会の活動

　第1部会では、現在（2021年10月）までに、特許

事務所におけるテレワークのメリット・デメリット

をまとめています。テレワークは、ウェブ会議によ

る時間効率化やコスト削減、事務所スペースの縮小

に伴う賃料削減、働き方の選択肢の多様化などのメ

リットを経営者、従業員にもたらす一方、テレワー

ク環境の整備負担や所員教育の困難化などのデメ

リットが経営者に生じていると整理しており、この

ようなデメリットに対し、当委員会の立場でどのよ

うな情報発信が可能であるのかが、次の検討課題と

考えています。

　第2部会では、会則第17号第9条（会員に対する通

知等の送達は、主たる事務所にあてて発送すると規

定）を改正し、送付物の送付先を自宅あてにするこ

とも可能とすべき旨の答申を提出しました。現在の

会則では、弁理士会からの送付物をテレワーク中の

会員が直ぐに受領し得ないことによる不都合があり

ますが、こうした不都合を解消するために会則改正

を提言しています。

　第3部会では、大きな方針として、コロナ後も会

合のリアルな出席や原本提出が必須とされる状況を

減らす努力を継続するように提言した上で、総会、

役員会、委員会、研修等のテーマごとに具体的な方

向性を提言する予定です。

　第4部会では、「令和3年度新型コロナウイルス感染

症による特許事務所の活動への影響等に関するアン

ケート」の実施と分析を行っています。アンケート

は、昨年度のコロナ不況検討WGによっても行われ

ましたが、コロナが長期化していることから今夏も

実施しました。今年度のアンケート結果を昨年度の

結果と比較すると、コロナが「弁理士業務に大きな

悪影響を及ぼしている。」「特許事務所の経営に大き

な悪影響を及ぼしている。」とする回答割合は減少

DX委員会委員長　西　村　公　芳

ご　挨　拶
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した一方、在宅勤務の勤怠管理やリモートワークに

おけるセキュリティの問題、テレワーク等が進めら

れない弁理士2名以下の事務所が多いことなどの課

題が今回のアンケートで浮かび上がっています。

　今後は、これまでの各部会の検討結果で未発信の

ものを発信していくとともに、委員会の名称にある

“DX”の進め方や、デジタルツールに馴染みの少

ない会員に対するフォローをどうすべきかなどの

テーマにも取り組めればと考えています。日弁の先

生方におかれましても、弁理士がコロナ下で生き抜

くための知恵につき、ご意見など賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。
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1．本年度の委員会の構成

　令和3年度のダイバーシティ推進委員会は、本年

度に新設された委員会であり、市川ルミ副会長・橋

本千賀子執行理事・13名の委員にて構成されていま

す。本年度の日本弁理士会役員会の「事業計画案骨

子」において掲げる具体的施策のひとつ「日本弁理

士会の組織・機能強化」の「意欲のある女性会員が

能力を発揮し働ける社会の実現のために、ダイバー

シティ推進の取り組みを進めます。」に基づき、本

年度は「女性会員が能力を発揮し働ける社会の実

現」をテーマに掲げて、委員会活動を進めています。

2．諮問・委嘱事項

　本年度のダイバーシティ推進委員会の諮問・委嘱

事項は以下の内容です。

⑴諮問事項

1．女性会員の活躍推進に関する調査、研究及び検討

⑵主な委嘱事項

1．女性会員同士の相互交流

2．ダイバーシティに関連する諸団体との交流

3．女子高などの教育機関における女子学生との交流

3．本年度の活動内容

　以上の諮問事項等を前提として、本年度は、以下

の4つのグループに分かれて活動を行っています。

⑴調査研究グループ：会員の勤務環境におけるダイ

バーシティに関する現状等の調査・検討・提言

　諮問を受けて、会員のダイバーシティに関する現

状について調査（アンケート）を実施し、現状の分

析・提言を行うとともに、潜在的課題の顕在化を担

当しています。8月に全会員向けにアンケートを実施

し、現在、アンケート結果をまとめ、現状把握と分

析に着手しています。

⑵会員同士の相互交流グループ：日本弁理士会会員

の相互交流の施策・実行

　会員同士の交流や親睦を通じて、会員の抱えるダ

イバーシティに関する問題や課題の相談窓口とし

て、会員への情報発信・共有・交換するための策の

検討・実行を担当しています。この11月には第1部

を杉村会長の講演、第2部を参加者交流会とのオン

ライン交流イベントを実現する予定です。

⑶諸団体との交流グループ：日本弁理士会以外の

様々な団体や組織と交流し、ダイバーシティに関す

る情報共有・交換のための施策・実行

　会外の各業種団体や組織等とのダイバーシティに

関する情報や意見交換する機会をサポートする役割

を務め、この秋には、国際活動センターと共に、

AIPLA（米国知的財産権法協会）の「Women in 

IP」への参加を予定しています。

⑷女子学生との交流グループ：次世代を担う若者へ

の弁理士業務の啓もう活動の検討・実行

　女子学生に「弁理士」という仕事と生き方を紹介

する活動の検討・実行を担当しています。コロナ禍

を配慮しつつ、女子学生に「弁理士」という職業の

選択肢を紹介するイベントを予定しています。

4．活動について

　日野委員長の「より活躍しやすい環境を提供する

助け」とのフレーズが当委員会の目指す理念とい

え、近い将来、現会員そして未来の全ての会員（ジェ

ンダー、信条、障がい、年齢、人種・民族における

違い等）が活躍しやすい環境の実現につながること

を願っています。

ダイバーシティ推進委員会　村　松　由　布　子

ダイバーシティ推進委員会について
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1．弁理士法改正の成立

　様々なハードルを越えて、弁理士法改正を含む特

許法等の一部を改正する法律案が、令和3年5月14日

に国会で成立しました。様々なハードルがそれぞれ

決して低いものではなかったことは、それを知る者

として、どうしても皆様にお伝えしておかなければ

と思います。納得できる話ではありませんが、現実

として、いつもお伝えしている政治的圧力も相当な

ものがありました。

　一つ一つのハードルを越えるために尽力された

方々に、心から敬意を表します。

　実際、様々なハードルを越えるために、日本弁理

士会が大変な苦労をされました。弁政連は、日本弁

理士会の意向に従い、同法律案に関し、関係議員の

先生方並びに各党の議員連盟での改正内容の説明及

び改正を進めて頂くことのお願いを中心に、両院の

経済産業委員会の議員へのお願いや、各方面の関係

者との議論や調整など、様々な活動を行いました。

　こうした活動を通じ、多くの方々に、法改正の必

要性と重要性、国益に適うことを理解して頂いて、

法改正が実現しました。

　今回の弁理士法改正に際し、ご尽力を賜りました

皆様及び関係された多くの方々に感謝申し上げます。

【弁理士法改正の概要】

①「農林水産知財」を弁理士業務に追加

　「植物の品種登録」や「地理的表示」に関する相

談業務や海外出願支援業務が弁理士を名乗って取り

扱うことができる業務として弁理士法に明記された。

②法人名称を 「弁理士法人」 とする

③「一人法人」 制度を導入する

④特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度に

より意見を提出しようとする者からの相談に応ずる

ことを弁理士業務に追加。

　これらの弁理士法改正は、弁理士の業務における

アクセス範囲を広げ、また、弁理士の知名度や社会

的地位の向上に資するものと確信しています。残念

ながら、コロナ禍の悪影響への対策としては全く間

に合いませんが、弁理士の将来には役立つものと信

じています。

2．イノベーション・エコシステム

　今般の弁理士法改正においても、日本社会におけ

る持続的イノベーション創出を図るための「イノ

ベーション・エコシステム」の考え方・政策が背景

にあります。「農林水産知財」の分野においても、イ

ノベーションエコシステムの考え方・政策が必要な

ことは、弁理士にとっては当然ではないでしょうか。

　勿論、イノベーションエコシステムに最も関係する

士業が弁理士であることは、言うまでもありません。

　因みに、本年度の「知的財産推進計画2021」で

は、日本のイノベーション活動の世界的地位の後退

が指摘されると共に、「価値デザイン社会」の普及を

目指しています。弁理士の関わる知的財産制度もイ

ノベーションエコシステムの進展に寄与する制度で

あるべきだと確信しています。

　実はこの方向性は、日本弁理士政治連盟が継続し

て表明してきた、イノベーションの促進・強化とそ

の日本社会への実装化を推進するためには、侵害し

得を許さないよう制度改正し、知的財産制度に本来

の機能を発揮させるべき、との提言とも軌を一にす

るものです。制度改革の進展と現場への浸透に大き

日本弁理士政治連盟会長　水　野　勝　文

弁理士法改正の成立と日本弁理士政治連盟（弁政連）の
活動について
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く期待すると共に、微力ながら引き続き改革を応援

したいと考えています。これらの改革は、日本の将

来は勿論、弁理士の将来にも大きく関わってきます。

 

3．弁政連の存在意義

　ところで、上述のような状況にありながら、日本

弁理士会は公益特別法人であり、その事業・目的

は、弁理士法によって規制されていますので、その

活動には自ずと限界があります。自由に政治活動が

可能なわけではないのです。

　そのため昭和49年、弁理士会の斡旋決議により、

日本弁理士政治連盟（弁政連）が設立されました。

このような事情は他の士業団体においても同様で、

主な士業団体では、日本弁理士政治連盟と同様の政

治連盟を設立して政治活動・情報提供活動をしてい

ます。弁政連の会員は全員弁理士であり、日本弁理

士会と密接に協力しながら活動しています。当然、

政策提言等においても、弁理士の専門的知見、中小

企業の状況や現場の情報を踏まえた意見など、日本

弁理士会の意向が反映されることになるのです。

　「政治連盟」というと、特定の政治思想や主義・

主張、信条を持った人達の集まりというイメージを

持たれるかもしれません。しかし、日本弁理士政治

連盟はそのような団体とは異なります。広く国会議

員をはじめ政策関係者に、弁理士としての考え方・

提言や弁理士の活動内容を説明し、知的財産制度や

弁理士制度について理解を深めてもらうよう継続的

に活動しています。

　ただ、上述の通り、弁政連は日本弁理士会とは別

組織となっていますので、その会費も日本弁理士会

の会費とは別になっています。皆様には年額20,000

円の会費の納入のお願いが行っていると思います。

是非、弁政連の存在意義をご理解頂き、ご支援をお

願いします。

4．弁政連の基本的活動

　このような状況下、弁政連の基本的な活動は、弁

理士や弁理士制度・知的財産制度に理解がある国会

議員を増やす活動です。

　日頃からの付き合いが大事で、例えば、検討され

ている国の政策との関連での弁理士としての考え方

や提言、あるいは弁理士の存在意義を説明し、少し

でも理解を深めてもらう活動です。

　また、具体的に検討される政策や重要法案があれ

ば、各党の政策検討部門やその所属議員、あるいは、

担当大臣、副大臣、政務官や担当行政官にも日本弁

理士会の考え方や立場を説明し、理解を深めてもら

うよう活動をしています。弁理士ならではの情報も

あり、関連情報の提供も重要です。このため、自由

民主党、公明党、立憲民主党、国民民主党、日本維

新の会といった特定の政党に偏ることなく、活動し

ています。ただ、これらの活動の広さ、深さは、マ

ンパワーとともに活動費の多寡に縛られているのも

現実です。

　地域との繋がりを深める目標も視野に入ってお

り、日本弁理士会関東会の東京都関連を始めとし

て、東海会や九州会、中国会とも事例があるように

なってきました。

 

5．令和3年度の弁政連の活動について

①弁理士法改正が成立し、その適用・運用につい

て、日本弁理士会において種々進められます。これ

を陰ながら支援していくこと。

②イノベーションの促進・強化とその日本社会への

実装化を進めるため、知財紛争処理システムを含む

知的財産制度改革・運用改善も含め、我々も引き続

き検討し、応援していくこと。

③地域経済の活性化に些かでも貢献できるよう、更

に地方における弁政連活動の拡大を模索すること

（以前から提言している地方の金融機関との関連も

含む）。

があります。

　例えば、東京都に関しては、日本弁理士会関東会

のご協力もあり、東京都政策要望ヒアリングへの対

応が毎年継続できており、一定の成果を上げていま

す。知財支援関係の他、知財金融関係、知財教育関

係も視野に入っています。
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6．最後に

　我々弁理士の政治力は、決して強いとは言えませ

ん。しかし、弁理士は知的財産に関する専門家とし

て、これからの社会に貢献できる存在であると信じ

ています。だからこそ、知的財産に関わる政策につ

いて我々の考え方を提言し、かつ、地道な継続した

活動によって社会の信頼を得ていく努力が必要だと

思います。是非、弁政連のホームページをご覧下さい。

　ただ、以上のような活動は結局、国会議員の先生

方と日本弁理士会は勿論のこと、様々な方面との繋

がりを基礎にしています。例えば、東京都の政策要

望の件では当然、東京都議会議員の先生方とのコ

ミュニケーションが必要となります。

　各方面との繋がりは、これまでの先輩方が築かれ

た基盤もあってある程度できているのですが、勿論

一朝一夕には築くことはできませんし、維持してい

くことも容易ではありません。

　会員の皆様には、以上のような弁政連の活動と置

かれている状況について是非ご理解をいただき、物

心両面からのご支援・ご協力をお願い申し上げます。


